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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (百万円) 64,204 70,442 71,172 62,598 71,589

経常損益 (百万円) △770 220 493 489 3,705

当期純損益 (百万円) △15,218 752 224 326 3,283

純資産額 (百万円) 3,980 4,626 4,780 5,065 8,349

総資産額 (百万円) 53,649 49,082 49,237 48,069 50,348

１株当たり純資産額 (円) △43.02 △37.70 △36.43 △32.07 △4.27

１株当たり当期純損益 (円) △151.19 5.39 1.61 2.30 22.48

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― 2.47 0.74 0.77 10.72

自己資本比率 (％) 7.4 9.4 9.7 10.5 16.6

自己資本利益率 (％) △277.1 17.5 4.8 6.6 49.0

株価収益率 (倍) ― 17.44 45.34 13.04 2.58

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,306 4,137 496 2,040 6,372

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △875 △46 △932 △1,184 △997

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,182 △4,703 △629 △794 △1,580

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 1,819 1,220 819 880 4,675

従業員数
(人)

803 798 869 865 860

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔　 317〕 〔　 311〕 〔   235〕〔   230〕〔   236〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　△印は損失またはマイナスを示しております。

３　第57期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

４　第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

５　第57期は、固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴う減損損失の計上等により当期純損失となりました。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (百万円) 62,353 68,797 70,049 61,624 70,922

経常損益 (百万円) △848 959 775 376 3,563

当期純損益 (百万円) △17,128 668 261 243 3,230

資本金 (百万円) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

発行済株式総数

(千株)

139,853 139,853 139,853 142,553 146,772

(内、普通株式) (121,453)(121,453)(121,453)(124,453)(128,972)

(内、Ａ種優先株式) (　6,000)(　6,000)(　6,000)(  6,000)(　6,000)

(内、Ｂ種優先株式) ( 12,400)( 12,400)( 12,400)( 12,100)( 11,800)

純資産額 (百万円) 3,718 4,322 4,514 4,715 7,947

総資産額 (百万円) 52,777 49,334 48,633 47,676 49,933

１株当たり純資産額 (円) △45.18 △40.20 △38.63 △34.88 △7.40

１株当たり配当額
(円)

― ― ― ― ―

〔うち１株当たり中間配当額〕 〔 　　―〕 〔 　　―〕 〔 　　―〕 〔 　　―〕 〔 　　―〕

１株当たり当期純損益 (円) △170.17 4.78 1.87 1.71 22.11

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― 2.19 0.86 0.57 10.55

自己資本比率 (％) 7.0 8.8 9.3 9.9 15.9

自己資本利益率 (％) △277.0 16.6 5.9 5.3 51.0

株価収益率 (倍) ― 19.66 39.04 17.54 2.62

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数
(人)

777 770 845 851 850

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔 　 278〕〔   279〕〔   206〕〔  206〕 〔  205〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　△印は損失またはマイナスを示しております。

３　第57期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

４　第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

５　第57期は、固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴う減損損失の計上等により当期純損失となりました。
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２ 【沿革】

当社は昭和25年１月に世紀建設工業株式会社として設立されました。その後、昭和37年４月に世紀建設株
式会社と商号変更をいたしました。昭和57年５月に東急建設株式会社の子会社であった東急道路株式会社
と合併し、世紀東急工業株式会社と商号変更をいたしました。
当社の設立後の変遷は次のとおりであります。
昭和25年１月世紀建設工業株式会社を資本金１百万円にて設立
同 25年２月建設業法による建設大臣登録第1499号登録完了(以後２年ごとに登録更新)
 同 37年４月世紀建設株式会社に商号変更
 同 41年１月札幌支店(平成13年４月より北海道支店)、仙台支店(平成２年６月より東北支店)、

北陸支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、広島支店(平成２年６月より中国支店)
および福岡支店(平成２年６月より九州支店)を設置

 同 48年９月東京証券取引所市場第二部へ株式上場
 同 　年10月建設業法改正により建設大臣許可(特―48)第1962号の許可を受ける(以後３年ごと

(平成９年以後は５年ごと)に許可更新)
 同 55年５月宅地建物取引業法による建設大臣免許(1)第2810号を取得(以後３年ごとに平成16

年まで免許更新)
 同 57年５月東急道路株式会社と合併し世紀東急工業株式会社に商号変更
 同 　年５月 東関東支店および横浜支店を設置
 同 　年11月東京証券取引所市場第一部へ指定替え
 同 60年７月定款の一部を変更し、事業目的にスポーツ施設の経営ならびに会員券の売買および

仲介を追加
 同 　年８月 東京支店を東京支社に名称変更
 平成元年４月 四国支店を設置
 同 　年６月 定款の一部を変更し、事業目的に産業廃棄物の処理に係る事業およびその再生製品

の製造、販売ならびに土木建築工事用機械器具の製造、修理、販売および賃貸を追加

 同 ２年４月藤川建設株式会社(現 エスティ建材株式会社・連結子会社)の全株式取得
 同 　年12月エス・ティ・マシーナリー・サービス株式会社(現 エス・ティ・サービス株式会

社・連結子会社)を設立
 同 ５年４月開発事業部、建築事業部および関東製販部を本社機構から支社店・事業部機構へ移

行し、関東製販部を関東合材事業部に名称変更
 同 ６年４月東京支社関東支店を東京支社より分離独立し、支店機構の関東支店(平成12年４月

より北関東支店)として設置、また東京支社を東京支店に名称変更
 同 　年６月 定款の一部を変更し、事業目的の産業廃棄物の処理に係る事業およびその再生製品

の製造、販売を、産業廃棄物の収集、運搬および処分ならびに産業廃棄物の再生製品
の製造、販売に変更

 同 ７年４月開発事業部を廃止
 同 　年９月 新世紀工業株式会社(現 連結子会社)の全株式取得
 同 10年４月関東合材事業部を廃止
 同 11年４月東京支店および横浜支店を管轄する関東西南支店(平成12年４月より関東第一支

店)を設置
 同 12年４月東関東支店および北関東支店を管轄する関東第二支店ならびに沖縄支店を設置
 同 14年４月東京支店、横浜支店、東関東支店および北関東支店を廃止
 同 　年４月 中国支店および四国支店を管轄する中四国支店を設置
 同 15年２月関東第二支店に千葉支店を設置
 同 　年４月 関東第一支店および関東第二支店を廃止し、関東支店を設置、また千葉支店を関東

支店の管轄に変更
 同 　年４月 大阪支店および中四国支店を廃止し、関西支店を設置、また中国支店および四国支

店を関西支店の管轄に変更
 同 　年４月 沖縄支店を九州支店の管轄に変更
 同 　年４月 建築事業部を廃止
 同 16年４月宅地建物取引業法による東京都知事免許(1)第83097号を取得（以後５年ごとに免

許更新）
 同 17年７月株式会社水戸プロパティー(現 連結子会社)の全株式取得
 同 18年４月関東支店を本社に編入し、北関東支店、東関東支店、東京支店、横浜支店、関東製販事

業部を設置
 同 　年４月
 

関西支店を分割し、関西支店、中国支店を設置、また四国支店を中国支店の管轄に変
更

 同 20年３月中外エンジニアリング株式会社（現 連結子会社）の全株式取得
 同 21年４月四国支店を廃止

　

EDINET提出書類

世紀東急工業株式会社(E00176)

有価証券報告書

  4/110



３ 【事業の内容】

当企業集団は、舗装・土木を主とする建設事業及び舗装資材の製造販売等を営んでいる当社(世紀東急工
業㈱)、子会社７社、関連会社２社及びその他の関係会社２社で構成されておりますが、当企業集団各社の主
な事業内容と当該事業における位置付けは以下のとおりであります。
なお、当企業集団は東京急行電鉄㈱を中心とする東急グループの一員であります。

　　 建設事業………… 当社と子会社であるやまびこ工業㈱、みちのく工業㈱及び中外エンジニアリング
㈱、関連会社であるガルフシール工業㈱が営んでおります。
中外エンジニアリング㈱からは工事の一部を受注しており、また、その他の関係会
社である東急建設㈱及び東京急行電鉄㈱からも、工事の一部を受注しております。

舗装資材製造……
販売事業

当社と子会社である新世紀工業㈱及びエスティ建材㈱、関連会社である能登アス
コン㈱が営んでおります。
新世紀工業㈱、エスティ建材㈱及び能登アスコン㈱からは製造された舗装資材の
一部を購入し、また、当社からも同社へ同様の製品の一部を販売しております。

不動産事業等…… 当社は上記の事業の他にも不動産事業等を営んでおります。
子会社であるエス・ティ・サービス㈱は建設機械の販売及び自動車等のリース事
業を営んでおり、当社はその一部を購入または賃借しております。
㈱水戸プロパティーは不動産の賃貸事業を営んでおります。

なお、前連結会計年度に連結子会社でありました㈱大和舗道、ほくりく工業㈱については清算結了によ
り、また若栗建材㈱については当社グループが保有する全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外してお
ります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

新世紀工業株式会社 奈良県大和郡山市 49
舗装資材製造販売
事業

100.00
当社に対し舗装資材の供給
をしている。
　役員の兼務　有

株式会社水戸プロパティー 東京都港区 10 不動産事業等 100.00　役員の兼務　有

エスティ建材株式会社 福岡市西区 35
舗装資材製造販売
事業

100.00
当社に対し舗装資材の供給
をしている。
　役員の兼務　有

エス・ティ・サービス株式会社 東京都港区 50 不動産事業等 100.00
当社に対し自動車等の賃貸
及び販売をしている。
　役員の兼務　有

中外エンジニアリング株式会社 東京都港区 10 建設事業 100.00
当社に対し工事の発注をし
ている。
　役員の兼務　有

その他２社 ― ― ― ― ―

(その他の関係会社) 　 　 　 　 　

東京急行電鉄株式会社　※１ 東京都渋谷区 121,724
鉄軌道事業、不動
産事業、その他事
業

(6.17)
[0.19]
<23.13>

当社が舗装・土木工事等の
請負をしている。
　役員の兼務　有

東急建設株式会社　※１ 東京都渋谷区 16,354
建設事業、
その他事業

(23.13)

当社が舗装・土木工事等の
請負及び舗装資材の販売を
している。
　役員の兼務　有

(注) １　上記連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　議決権の所有(被所有)割合の［　］内は、間接所有割合で内数、<　>内は、緊密な者又は同意している者の所有割

合で外数となっております。

３　※１　有価証券報告書を提出しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

建設事業 636〔159〕

舗装資材製造販売事業 115〔 62〕

不動産事業等 3〔  2〕

全社(共通) 106〔 13〕

合計 860〔236〕

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの

であります。

　

(2) 提出会社の状況

従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均給与年額

平成22年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

850〔205〕 42.3 17.5 6,210,617

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　上記従業員数には、嘱託64名、出向社員25名は含まれておりません。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の景気対策などにより一部に回復の兆

しが見られたものの、企業の生産活動や収益が低水準にとどまるなか、設備投資や雇用に対する調整圧力

は依然として解消されず、緩やかなデフレ基調も相俟って、総じて厳しい状況が続きました。

道路建設業界におきましても、公共事業の発注は一時的に堅調に推移いたしましたが、景気低迷による

民間建設需要の落ち込みを受け、建設投資全体では大幅な減少となり、また政策の方針転換により中長期

的な公共事業費の抑制傾向が一段と鮮明になるなど、引き続き厳しい事業環境となりました。

このような状況のもと、当社グループでは、競争優位の確立に向け事業体制の見直しを進める一方、収

益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進等に全力を挙げて取り組むとともに、引き続き

効率性の向上やコストコントロールの徹底に注力し、収益の改善に努めてまいりました。

その結果、当社グループの業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産事業等売上高を含

む）は684億49百万円（前連結会計年度比0.3％減）、売上高は715億89百万円（前連結会計年度比14.4％

増）、経常利益は37億5百万円（前連結会計年度比656.9％増）、当期純利益は32億83百万円（前連結会計

年度比906.0％増）となりました。

　

部門別の事業の概況は以下のとおりであります。

なお、完成工事高、売上高については「セグメント間の内部取引高」を含めた金額を、営業利益につい

ては「消去または全社」考慮前の金額をそれぞれ記載しております。

　

「建設事業」

建設事業におきましては、入札制度改革をはじめとする市場環境の急速な変化に対応するため、本支店

・各事業所が連携を強化し、技術提案力の向上、環境関連技術をはじめとする差別化商品の営業展開に注

力するとともに、原価低減や固定費の圧縮など工事利益の改善に向けた施策に全社を挙げて取り組むこ

とにより、収益の確保を図ってまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は474億94百万円（前連結会計年度比1.7％

減）にとどまったものの、前年度からの繰越工事高が大幅に増加したことや、大型工事が相次いで完成し

たことなどにより、完成工事高は506億33百万円（前連結会計年度比19.9％増）、営業利益は25億70百万

円（前連結会計年度比237.2％増）となりました。

　

「舗装資材製造販売事業」

舗装資材製造販売事業におきましては、熾烈な販売競争が続く厳しい事業環境のなか、引き続き製造効

率の向上や販売数量の確保に努め、収益の拡大を図るとともに、今後の成長が見込まれる再生事業の強化

に向け、基幹工場においてリサイクル設備の更新を進めるなど、将来を見据えた事業基盤の強化にも積極

的に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績につきましては、製品売上高は298億25百万円（前連結会計年度比

6.1％増）、営業利益は44億67百万円（前連結会計年度比58.5％増）となりました。
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「不動産事業等」

不動産事業等におきましては、売上高は6億66百万円（前連結会計年度比5.2％増）、営業利益は92百万

円（前連結会計年度比4.5％減）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

当連結会計年度におきましては、手持工事の減少による未成工事受入金の減少はあったものの、税金等

調整前当期純利益33億61百万円を計上したことに加え、売上債権の減少や仕入債務の増加により、営業活

動によるキャッシュ・フローは、63億72百万円の資金増加（前連結会計年度は20億40百万円の資金増

加）となりました。

　

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

当連結会計年度におきましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備の更新を実施したこと

などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは9億97百万円の資金減少（前連結会計年度は11億84百

万円の資金減少）となりました。

　

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の一部返済などにより、15億80

百万円の資金減少（前連結会計年度は7億94百万円の資金減少）となりました。

　

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度の期末残高と

比べ37億94百万円増加し、46億75百万円となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

　

区分
当連結会計年度(百万円)
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

前年同期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 39,264 4.9

コンクリート舗装 961 69.7

土木工事等 7,267 △29.4

計 47,494 △1.7

舗装資材製造販売事業 20,792 2.8

不動産事業等 162 5.6

合計 68,449 △0.3

（注）セグメント間の内部取引については相殺消去しております。

　

(2) 売上実績

　

区分
当連結会計年度(百万円)
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

前年同期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 42,415 29.7

コンクリート舗装 586 △32.9

土木工事等 7,631 △11.8

計 50,633 19.9

舗装資材製造販売事業 20,792 2.8

不動産事業等 162 5.6

合計 71,589 14.4

(注) １　当企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

２　主要相手先別売上状況

　　　　総売上高に対する割合が100分の10以上に該当する相手先は次のとおりであります。

　前連結会計年度
              　　　該当する相手先はありません。

　当連結会計年度
              　　　該当する相手先はありません。

３　セグメント間の内部取引については相殺消去しております。
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なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。

建設事業における受注工事高及び施工高の状況

①　受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

　

期別 工種別

前期繰越

工事高

(百万円)

当期受注

工事高

(百万円)

計

(百万円)

当期完成

工事高

(百万円)

次期繰越工事高
当期

施工高

(百万円)
手持

工事高

(百万円)

うち施工高

比率

(％)

金額

(百万円)

前事業年度

 
(自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日)

アスファルト舗装 11,54136,66748,20831,94116,26625.6 4,15733,092

コンクリート舗装 306 566 873 873 － － － 872

土木工事等 2,51010,30012,8118,654 4,15725.7 1,066 8,815

計 14,35847,53461,89341,46920,42425.6 5,22442,780

当事業年度

 
(自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日)

アスファルト舗装 16,26638,76155,02841,96313,06529.4 3,84641,651

コンクリート舗装 － 961 961 586 375 11.2 42 628

土木工事等 4,1577,26711,4247,631 3,79239.2 1,485 8,050

計 20,42446,99067,41450,18117,23331.2 5,37350,330

(注) １　前期以前に受注した工事で契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高にその増減

額を含みます。したがって、当期完成工事高にも同様の増減額が含まれます。

２　次期繰越工事高の工事施工高は、手持工事高の工事進捗部分であります。

３　当期施工高は(当期完成工事高＋当期の次期繰越工事施工高－前期の次期繰越工事施工高)に一致します。

　

②　受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は特命と競争入札に大別されます。

　

期別 区分 特命(％) 競争入札(％) 合計(％)

前事業年度
 
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

アスファルト舗装 58.6 41.4 100.0

コンクリート舗装 19.1 80.9 100.0

土木工事等 62.1 37.9 100.0

当事業年度
 
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

アスファルト舗装 55.4 44.6 100.0

コンクリート舗装 19.5 80.5 100.0

土木工事等 60.6 39.4 100.0

(注) 百分比は請負金額比であります。
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③　完成工事高

　

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

前事業年度
 
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

アスファルト舗装 10,148 21,792 31,941

コンクリート舗装 765 108 873

土木工事等 1,815 6,838 8,654

計 12,729 28,739 41,469

当事業年度
 
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

アスファルト舗装 21,184 20,778 41,963

コンクリート舗装 490 96 586

土木工事等 3,605 4,025 7,631

計 25,280 24,900 50,181

　

前事業年度の完成工事のうち主なものは次のとおりであります。

　

工事名称 発注者

一般国道36号札幌市月寒中央電線共同溝設置工事 国土交通省北海道開発局

平鹿平野（二期）農業水利事業皆瀬４号幹線用水路（その１）工事 農林水産省東北農政局

街路築造工事（19北北－小平３・３・８） 東京都

平成20年度大井北バンプール整備及び大井北シャーシープール改修工事 東京港埠頭株式会社

南大阪管内舗装補修工事 西日本高速道路株式会社

　

当事業年度の完成工事のうち主なものは次のとおりであります。

　

工事名称 発注者

北海道横断自動車道占冠東舗装工事 東日本高速道路株式会社

平成20年度盛岡南道路整備工事 独立行政法人都市再生機構

平成20年度伊豆縦貫塚原道路舗装工事 国土交通省中部地方整備局

第二京阪道路枚方舗装工事 西日本高速道路株式会社

佐賀497号浜玉地区舗装工事 国土交通省九州地方整備局
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④　手持工事高(平成22年３月31日現在)

　

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

アスファルト舗装 8,225 4,839 13,065

コンクリート舗装 290 85 375

土木工事等 2,369 1,423 3,792

計 10,885 6,347 17,233

　

手持工事のうち主なものは次のとおりであります。

　

工事名称 発注者 完成予定年月

東北自動車道加須管内舗装補修工事 東日本高速道路株式会社 平成23年１月

街路築造工事（21六関―４扇大橋） 東京都 平成23年３月

横須賀（21）田浦地区整備土木工事 防衛省南関東防衛局 平成23年６月

第二東名高速道路清水西舗装工事 中日本高速道路株式会社 平成23年９月

岡山西バイパス野山地区外舗装工事 国土交通省中国地方整備局 平成22年10月

　

舗装資材製造販売事業における製造及び販売状況

　

期別

アスファルト合材 その他
売上金額
(百万円)

売上高計
(百万円)

生産実績(千t)売上数量(千t)
売上金額
(百万円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

2,049 1,803 14,353 5,732 20,086

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

2,093 1,819 14,818 5,857 20,676

(注) １　アスファルト合材の生産実績と売上数量との差異は、当社の請負工事に使用した数量であります。

２　その他製品売上金額は、アスファルト乳剤、砕石等の販売による売上高であります。

　

不動産事業等における売上状況

前事業年度 68百万円

当事業年度 65百万円
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３ 【対処すべき課題】

道路建設業界では、建設投資の縮小により厳しい事業環境を強いられており、中長期的にみても公共事業

費のさらなる減少が避けられないなか、今後とも企業間競争は熾烈を極めるものと予想されます。また、顧

客ニーズの多様化、構造改革への社会的要請の高まりなど、建設産業は大きな転換期を迎えており、そのな

かで企業が競争の優位性を確保していくためには、新たな市場環境への迅速かつ適確な対応が必要不可欠

となっております。

このような状況のもと、当社グループでは、事業環境の変化に即応する対応力を強化するため、経営資源

の効率的な活用はもとより、公共工事における入札制度の動向を見定めた体制整備、今後とも成長が見込ま

れる環境関連事業の拡充、さらには事業活動の基礎となる人材の確保育成を重点施策として位置づけ、引き

続きこれらの実践に総力を挙げて取り組んでまいります。 

　また、安定した経営基盤の確立に向け、あらゆる部門においてコストコントロールを徹底するなど、全社を

挙げて収益力の向上と財務体質の強化に努めるとともに、顧客をはじめとする全てのステークホルダーの

信頼を克ちとるべく、業績の回復はもとより、環境保全や品質確保、内部統制システムの整備などへの取り

組みをより一層強化し、中長期的な企業価値の向上に邁進してまいります。
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４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在(平成22年６月29日)において当社グ

ループが判断したものであります。
　
(1) 経済情勢について

当社グループの事業内容のうち、主要な部分を占める建設事業および舗装資材製造販売事業の業績は、

公共工事の発注動向に大きく影響されます。したがいまして、公共事業費の過度の縮減傾向は、当社グ

ループの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、同様の理由から取引先の経営状態が悪化した場

合、貸倒れの発生等により当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
　

(2) 資材価格の変動について

当社グループで製造する舗装資材の主要な原材料はストレートアスファルトであり、原材料の仕入値

は原油市場の動向に大きく左右されます。仕入価格の上昇を製品価格に転嫁できない場合、当社グループ

の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、建設事業につきましても同様に、製品価格の高騰により利益率が低下する可能性があります。
　

(3) 瑕疵担保責任について

品質管理につきましては、品質保証に関する国際規格の認証を取得するなど、重要課題として取り組ん

でおりますが、当社グループの施工物件に重大な瑕疵担保責任が発生した場合には、業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。
　

(4) シンジケートローンならびに金利の変動について

当社は安定的な金融取引体制の構築を目的として、金融機関数社との間にシンジケートローン契約を

締結いたしておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合

には期限の利益を喪失し、一括返済を求められる可能性があります。

また、本契約による借入金残高は全て変動金利によるものであり、将来の金利情勢の動向により当社グ

ループの業績が変動する可能性があります。
　

(5) 潜在株式について

当社は、自己資本の充実と有利子負債の圧縮を目的として、平成17年９月に総額122億円の第三者割当

増資を実施いたしました。本件増資に伴い、一部優先株式(Ａ種優先株式600万株、Ｂ種優先株式1,240万

株)を発行いたしましたが、同株式には普通株式を対価とする取得請求権および取得条項が付されてお

り、将来、権利が行使された場合または取得条項の効力が発生した場合には、当社の一株当たりの株式価

値に希薄化が生じる可能性があります。なお、平成22年3月31日現在における優先株式の発行済株式数は、

Ａ種優先株式600万株、Ｂ種優先株式1,180万株であります。

　また、平成22年6月29日開催の第61回定時株主総会および各種類株主総会においてＢ種優先株式の一斉

取得日の先延べ等に関する定款変更が決議されております。詳細につきましては、第一部　第４「１ 株式

等の状況」、第５「１ 連結財務諸表等」(1)連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）および「２ 財

務諸表等」(1)財務諸表 注記事項（重要な後発事象）をご参照ください。　
　

(6) 関係会社等に関する重要事項について

当社は、その他の関係会社である東京急行電鉄株式会社および東急建設株式会社をはじめとする東急

グループ各社との間で、工事受注等の取引を継続的に行っております。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

　当社は平成17年９月に株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）をアレンジャーとす

るシンジケートローン契約（当連結会計年度末タームローン残高106億65百万円）を締結しておりまし

たが、平成22年３月に同行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を総額101億50百万円にて再締

結しております（実行日は平成22年５月31日）。詳細につきましては、第一部 第５「１ 連結財務諸表

等」(1)連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）、「２ 財務諸表等」(1)財務諸表 注記事項（貸

借対照表関係）をご参照ください。
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６ 【研究開発活動】

近年、道路建設事業を取り巻く環境は大きく変化し、舗装に求められるニーズは、より多様化、高度化して

おります。性能規定工事に適用する技術は、性能指標として評価法が確立していることが必要条件とされ、

また、平成17年４月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（品確法）施行を受け、総合評価方式に

よる発注が年々増加するなど、企業の技術力や提案力が工事受注に与える影響は、今後さらに大きくなる状

況となっております。

当社ではこのような状況の下、環境への配慮や安全確保、コスト縮減など、舗装に求められる社会のニー

ズを把握したうえで開発テーマを絞り込み研究開発を行っています。

なお、当社の研究開発活動は、技術部および技術研究所で構成される技術本部を中心に行われており、当

連結会計年度における建設事業および舗装資材製造販売事業の研究開発費は、２億51百万円となりました。

　

主な研究開発

(1) 保水性舗装・遮熱性舗装（通常の舗装と比較して路面温度を低減できる舗装）

保水性舗装と遮熱性舗装は、近年、首都圏の大きな環境問題である「ヒートアイランド現象」を抑制す

る技術として研究開発され、平成21年度までに80,000㎡の施工実績を挙げています。現在はこれらの舗装

技術のさらなる普及を目指し、カラー化した保水性舗装を景観舗装に利用するほか、都市内道路等におけ

る施工現場の周辺環境に配慮した遮熱性舗装の低臭化を行うなど、機能や用途の拡大を図っています。

　

(2) 凍結抑制舗装（凍結しにくい舗装）

当社独自の凍結抑制舗装である「ザペック工法」は、施工実績が93,000㎡に達し、順調に実績が伸びて

います。平成19年度からの大学との共同研究では、実道での車輪走行をシュミレートした大型実験機を使

用して凍結抑制効果の定量的評価法の確立に取り組んでおり、今後も検討対象の舗装の種類を拡大しな

がら、継続して共同研究を進めてまいります。

　

(3) ICT技術を適用した舗装技術（情報化施工技術）

トータルステーションやＧＰＳなどの位置情報システムを、ブルドーザやモーターグレーダーのブ

レードの高さ設定に活用した、粒度調整砕石を使った路盤工の施工技術を開発いたしました。本技術を使

用した路盤工は、従来の熟練したオペレーターによる作業をほとんど必要としないことから、低コストと

高い安全性を両立する技術として、広く普及を目指してまいります。

　

(4)総合評価方式の工事への対応

総合評価方式で発注される舗装工事の性能指標について「タイヤ／路面騒音」や「平たん性」、「浸

透水量」等のさらなる向上を図るべく、施工方法の改善に取り組んでおります。また、平成20年度に発刊

された「舗装性能評価法別冊（社団法人日本道路協会）」に示された新たな性能指標に関しても、工事

の発注動向に応じ速やかに対応できるよう研究開発に取り組んでおります。

　

(5)中温化舗装技術(アスファルト混合物の製造温度を通常より30℃以上低減する技術)

中温化舗装技術は、通常よりも低い温度で製造したアスファルト混合物を使用する技術であり、混合物

製造時の燃料消費量を削減し、CO2排出量の抑制効果を得ることができます。現在は、各種中温化剤につい

て室内試験を実施しており、プラントにおける性状の安定した混合物の製造ならびに現場における施工

性および品質の確保が可能な中温化舗装技術の確立を目指しています。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。なお、この連結財務諸表の作成にあたりましては、経営者により一定の会計基準の

範囲内で見積もりが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。こ

れらの見積もりにつきましては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積もりに

は不確実性が伴うため、実際の結果はこれらとは異なることがあります。

　

(2) 財政状態の分析

「資産の状況」

資産の状況につきましては、流動資産は短期貸付金の増加により26億31百万円の増加となりました

が、減価償却や減損損失による有形固定資産の減少などを受け固定資産は3億52百円の減少となり、当

連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して22億78百万円増加の503億48百万円となり

ました。

「負債の状況」

負債の状況につきましては、借入金の一部返済などにより、当連結会計年度末の負債合計は前連結会

計年度末と比較して10億5百万円減少し、419億98百万円となりました。なお、前連結会計年度末におけ

る長期借入金106億65百万円が１年以内に返済期日を迎えることから、当連結会計年度末においてはそ

の全額を流動負債に組替えて表示しているため、流動負債は前連結会計年度と比較して94億18百万円

の増加、固定負債は104億24百万円の減少となっております。

「純資産の状況」

当連結会計年度末の純資産合計は、当期純利益32億83百万円を確保したことにより、前連結会計年度

末と比較して32億84百万円増加し、83億49百万円となりました。

　

(3) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、建設事業、舗装資材製造販売事業とも堅調に推移したこ

とに加え、あらゆる部門においてコストコントロールに徹底して取組んだことなどにより収益性が大幅

に改善し、業績は前年度の実績を大きく上回る結果となりました。

受注高（製品売上高および不動産事業等売上高を含む）につきましては、684億49百万円（前連結会計

年度比0.3％減）にとどまったものの、前年からの繰越工事高が前連結会計年度と比較して60億70百万円

多かったこと、また期中において「第二京阪道路枚方舗装工事」「北海道横断自動車道占冠東舗装工

事」などの大型工事が完成したことなどにより、売上高は715億89百万円(前連結会計年度比14.4％増)と

なりました。また、損益につきましては、売上高の大幅な増加に加え、舗装資材製造販売事業の収益改善効

果が大きく寄与し、さらに販売費及び一般管理費も前年から３億51百万円減少するなど、事業全般にわ

たって収益性の改善が見られたことにより、経常利益は37億５百万円(前連結会計年度比656.9％増)、当

期純利益は32億83百万円(前連結会計年度比906.0％増)となりました。

　なお、次期繰越工事高は前連結会計年度と比較し31億39百万円減少の173億73百万円となりました。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループは長年にわたり厳しい事業環境を強いられており、また、公共事業費の縮減傾向が続くな

か、今後とも業界における企業間競争は熾烈を極めていくものと認識しております。このような状況を踏

まえ、当社グループでは提出会社を中心に収益構造の改善と財務基盤の強化を進め、安定した経営基盤の

構築に取り組んでおります。　　

なお、当社の業績に影響を与える可能性のある事項につきましては第一部　第２「４ 事業等のリス

ク」に記載のとおりであります。
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(5) 戦略的現状と見通し

中長期的な競争激化が不可避の状況を踏まえ、当社では有利子負債の圧縮と自己資本の充実を図るた

めに平成17年９月に第三者割当増資を実施するなど、当社の信頼性確保と経営安定化の早期実現に取り

組んでおります。

　当社グループといたしましては、対処すべき課題（第一部　第２「３　対処すべき課題」）に記載のとお

り、全社を挙げて収益力の向上と財務体質の強化に取り組むとともに、各ステークホルダーの信頼を克ち

とるべく、業績の回復はもとより、環境保全や品質確保、内部統制システムの整備などへの取り組みをよ

り一層強化し、企業価値の向上を目指してまいります。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて63億72百万円の資金増加(前

連結会計年度は20億40百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し大幅に改善いたしました。そ

の主な要因は、税金等調整前当期純利益が33億61百万円となり、前連結会計年度と比較し29億26百万円の

増益となったこと、また前連結会計年度において29億33百万円の減少となった仕入債務が４億96百万円

の増加に転じたことなどによるものであります。

　一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルトプラント設備等の取得による

支出が10億45百万円あり、９億97百万円の資金減少(前連結会計年度は11億84百万円の資金減少)となり

ました。

　また、当社グループは安定した経営基盤を構築するため積極的に有利子負債の圧縮を進めており、過去

３年間の財務活動によるキャッシュ・フローの推移につきましても６億29百万円(平成20年３月期)、７

億94百万円(前連結会計年度)、15億80百万円(当連結会計年度)の減少となっております。

　なお、当期純利益32億83百万円を確保したことにより当連結会計年度末における自己資本は83億49百万

円となり、また、有利子負債残高は106億65百万円(前連結会計年度末は122億44百万円)となっておりま

す。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループでは、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努め

ております。ここ数年の建設投資全体の動向を鑑みると、今後も当社グループを取り巻く事業環境はさら

に厳しさを増すものと予想されます。

このような状況を踏まえ、当社グループでは、将来にわたって生き残りを図るため、さらなる収益構造

の改善と財務基盤の強化に向け、各施策に取り組んでまいる所存であります。

　

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在(平成22年６月29日)において当社グ

ループが判断したものであります。

　

　

「第２　事業の状況」における売上高等の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施しました設備投資は次の通りであります。

　

「建設事業」

建設事業におきましては、施工能力の強化とコストの縮減を目的に、施工機械の増強、更新を中心に

設備投資を実施し、総額は24百万円となりました。

　

「舗装資材製造販売事業」

舗装資材製造販売事業におきましては、生産性の向上と環境保全を目的とした製造設備の更新を中

心に設備投資を実施し、総額は５億21百万円となりました。

 主要な設備投資は次の通りであります。

朝霞合材工場 破砕設備購入

倉敷合材工場 破砕設備購入

　

なお、「不動産事業等」２億76百万円及び特定のセグメントに区分できない設備投資88百万円を加え

た当連結会計年度の設備投資の総額は、９億９百万円であります。

　

(注)　金額に消費税等は含まれておりません。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　

事業所
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物

構築物
機械
運搬具等

土地
合計(賃借面積)

面積(㎡)
金額

本店
(東京都港区)

共通 238 246
(　    ―　)
18,010.15

689 1,174
133  
〔 10〕

不動産事業等 288 ―
(　    ―　)
422.81

479 768

北関東支店
東関東支店
東京支店
横浜支店
関東製販事業部

建設事業 40 10 ( 12,292.31)2,0322,083
294  
〔 56〕

2,183.11

舗装資材
製造販売事業

595 584
( 30,492.00)
74,673.14

5,0996,279

北海道支店
(札幌市中央区)

建設事業 46 9
(　8,999.00)
35,104.37

208 265
56  

〔 30〕舗装資材
製造販売事業

107 150
(　9,695.50)
65,826.27

588 846

東北支店
(仙台市青葉区)

建設事業 70 26
(　6,394.50)
3,387.89

122 218
82  

〔 30〕舗装資材
製造販売事業

130 178
( 29,209.70)
29,483.82

397 705

　 建設事業 70 2
(  5,746.00)
10,838.53

― 73

49  
〔 13〕

北陸支店
(新潟市中央区)

舗装資材
製造販売事業

45 67
( 21,222.50)
13,693.26

165 278

　 不動産事業等 38 ―
(  　　―　)
361.33

52 91

名古屋支店
(名古屋市千種区)

建設事業 71 22
( 13,581.49)
1,620.69

29 124
70  

〔 16〕舗装資材
製造販売事業

36 22
( 15,442.00)
1,765.00

16 75

関西支店
(大阪市北区)

建設事業 24 7
(      ―  )
4,776.40

50 81
54  

〔 14〕舗装資材
製造販売事業

49 76
(      ―  )
18,427.69

1,4491,575

中国支店
(広島市南区) 

建設事業 24 6
(  2,864.00)

―
― 30

45  
〔 17〕舗装資材

製造販売事業
105 111

(  1,240.00)
22,583.73

389 607

九州支店
(福岡市博多区)
　沖縄支店
　(沖縄県浦添市)

建設事業 8 0
(  1,908.16)

―
― 8

67  
〔 19〕

舗装資材
製造販売事業

45 67
(  1,333.00)

371 484
37,883.67

合計 　 2,0381,592
(160,420.16)
341,041.86

12,14215,772
850  
〔205〕

(注) １　帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。

２　帳簿価額のうち「機械運搬具等」には、機械装置、車輌運搬具、工具器具、備品が含まれております。

３　土地および建物の一部を連結会社以外から賃借しており、土地の面積については、(　)内に外書きで示しており

ます。

４　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に外数で記載しております。

５　提出会社の本店には技術研究所および機材センターが含まれております。

　　　○技術研究所(栃木県)

当社の技術研究所は、新技術・新工法の研究開発及び各種材料の試験・実験を行っております。

　　　○機材センター(栃木県)

機材センターは建設工事施工の補助部門として、工事用機械器具等の整備、改造および管理、保管を

行っております。
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６　土地建物のうち賃貸中の主なもの

　 土地(㎡) 建物(㎡)

本店 422.81 1,439.34

関東製販事業部 101.00 ―

北海道支店 2,500.00 132.00

東北支店 1,864.49 ―

北陸支店 ― 1,147.26

関西支店 1,430.00 ―

計 6,318.30 2,718.60

　
　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備投資等の計画は次の通りであります。

　

(1) 重要な設備の新設等

　

会社名
事業所
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

内容

投資予定金額
(百万円)

資金調達方法 備考
総額 既支払額

提出会社
機材センター
（栃木県下都賀郡）

舗装資材
製造販売事業

機械装置 280 ― 自己資金 合材設備購入等

提出会社
倉敷合材工場
（岡山県倉敷市）

舗装資材
製造販売事業

機械装置 202 ― 自己資金 合材設備新設等

　

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 481,600,000

Ａ種優先株式 6,000,000

Ｂ種優先株式 12,400,000

計 500,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 128,972,037128,972,037
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式
※４、５

Ａ種優先株式　※１ 6,000,000 6,000,000― ※２、４、５

Ｂ種優先株式　※１ 11,800,00011,800,000― ※３、４、５

計 146,772,037146,772,037― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までのＡ種優先株式およびＢ種優先株

式の取得請求権行使に伴い発行された株式数は含まれておりません。

２　※１　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当いたしております。

３　※２　Ａ種優先株式の内容

Ａ種優先株式に設定している「普通株式を対価とする取得請求権」には、株価を基準とする行使価額修正条項

が付されており、本株式取得の対価として交付される普通株式数は、下記（7）の方法により、取得請求権行使の

都度、上限転換価額（当初転換価額の100％に相当する額）および下限転換価額（当初転換価額の60％に相当す

る額）の範囲内で修正される転換価額に基づき算定されます。

なお、提出日現在発行されているＡ種優先株式の全てについて取得請求権が行使された場合、取得の対価とし

て交付され得る普通株式数は、最大100,000,000株（提出日現在の発行済株式総数に対する割合は68.13％）であ

ります。

また、Ａ種優先株式には、下記（2）および(8)のとおり「金銭を対価とする取得条項」および「普通株式を対

価とする取得条項」が設定されております。

株式の内容の詳細は、次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)又はＡ種

優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
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(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項

当会社は、法令で定める分配可能額(以下「分配可能額」という。)の範囲で、平成20年10月１日以降、いつで

も、法令の手続に従いＡ種優先株式を買受けることができる。

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ａ種優先

株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ａ種優先株式の一部を取得する場合、取得する株式

の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ａ種優先株式１株につき

払込金額に105％を乗じた価額とする。

(3) 金銭を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、平成18年７月１日以降平成28年７月31日までの間において、毎年７月１日から同月31日ま

での間(以下「償還可能期間」という。)、各償還可能期間開始時点の最終事業年度の貸借対照表確定時の法令

で定める分配可能額(以下『「分配可能額」』という。)から２億円を控除した額を上限として、Ａ種優先株式

の全部または一部を１株あたり525円で当会社に対して償還(Ａ種優先株式を取得し、その対価として金銭を

交付することをいう。)を請求することができる。ただし、「分配可能額」は最終事業年度の貸借対照表確定時

に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を「分配可能額」から控除した金額とする。

(4) 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(5) 株式の併合又は分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(6) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の、募集株式の割当てを受

ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。

(7) 普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＡ種優先株式を取得し、その対価としてＡ種優先

株式１株あたり下記(ロ)(ｄ)に定める数の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求すること

ができる。

(イ)転換請求期間

　平成21年４月１日から平成29年３月31日までとする。

(ロ)転換の条件

(a) 当初転換価額

50円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成21年４月１日以降平成29年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該

転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＡ種優先株式を含むＡ種優先株式の全部に適用

されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を

受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受ける。)（以下「上限転

換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ａ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合には、

転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる

計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　
　 　 　 　

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

　
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整

される。

(d) 転換により交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　
転換により交付

すべき普通株式数
＝
Ａ種優先株主が転換請求したＡ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

　
交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による

調整は行わない。
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(8) 普通株式を対価とする取得条項

当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＡ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＡ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社

法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(9) 優先順位

優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先株

式に優先する。

４　※３　Ｂ種優先株式の内容

Ｂ種優先株式に設定している「普通株式を対価とする取得請求権」には、株価を基準とする行使価額修正条項

が付されており、本株式取得の対価として交付される普通株式数は、下記（6）の方法により、取得請求権行使の

都度、上限転換価額（当初転換価額の100％に相当する額）および下限転換価額（当初転換価額の60％に相当す

る額）の範囲内で修正される転換価額に基づき算定されます。

なお、提出日現在発行されているＢ種優先株式の全てについて取得請求権が行使された場合、取得の対価とし

て交付され得る普通株式数は、最大196,666,666株（提出日現在の発行済株式総数に対する割合は133.99％）で

あります。

また、Ｂ種優先株式には、下記（2）および(7)のとおり「金銭を対価とする取得条項」および「普通株式を対

価とする取得条項」が設定されております。

株式の内容の詳細は、次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)又はＢ種

優先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項

当会社は、法令で定める分配可能額(以下「分配可能額」という。)の範囲で、いつでも、法令の手続に従いＢ

種優先株式を買受けることができる。

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ｂ種優先

株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ｂ種優先株式の一部を取得する場合、取得する株式

の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ｂ種優先株式１株につき

払込金額に105％を乗じた価額とする。

(3) 議決権

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(4) 株式の併合又は分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(5) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の、募集株式の割当てを受

ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。

(6) 普通株式を対価とする取得請求権

Ｂ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＢ種優先株式を取得し、その対価としてＢ種優先

株式１株あたり下記(ロ)(ｄ)に定める数の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求すること

ができる。

(イ)転換請求期間

　平成18年４月１日から平成23年３月31日までとする。

(ロ)転換の条件

(a) 当初転換価額

50円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成18年４月１日以降平成23年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ｂ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該

転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＢ種優先株式を含むＢ種優先株式の全部に適用

されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を

受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受ける。)（以下「上限転

換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。
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(c) 転換価額の調整

Ｂ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合には、

転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる

計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　
　 　 　 　

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

　
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整

される。

(d) 転換により交付すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の転換により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　
転換により交付

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が転換請求したＢ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

　
交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＢ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社

法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(8) 優先順位

優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先株

式に優先する。

　
　　　　なお、平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会ならびにＡ種優先株主様

およびＢ種優先株主様による各種類株主総会において定款変更決議を行い、平成22年６月29日付をもってＢ種優

先株式の内容を一部変更いたしました。

　変更後の内容は、次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)又はＢ種

優先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項

当会社は、法令で定める分配可能額(以下「分配可能額」という。)の範囲で、いつでも、法令の手続に従いＢ

種優先株式を買受けることができる。

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ｂ種優先

株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ｂ種優先株式の一部を取得する場合、取得する株式

の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ｂ種優先株式１株につき

500円とする。

(3) 議決権

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(4) 株式の併合又は分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(5) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の、募集株式の割当てを受

ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。
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(6) 普通株式を対価とする取得請求権

Ｂ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＢ種優先株式を取得し、その対価としてＢ種優先

株式１株あたり下記(ロ)(ｄ)に定める数の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求すること

ができる。

(イ)転換請求期間

　平成18年４月１日から平成28年３月31日までとする。

(ロ)転換の条件

(a) 当初転換価額

50円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成18年４月１日以降平成28年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ｂ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該

転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＢ種優先株式を含むＢ種優先株式の全部に適用

されるものとする。)。ただし、当該平均値が40円(ただし、下記(c)の調整を受ける。)（以下「下限転換価

額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が50円(ただ

し、下記(c)の調整を受ける。)（以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上

限転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ｂ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合には、

転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる

計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　
　 　 　 　

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

　
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整

される。

(d) 転換により交付すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の転換により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　
転換により交付

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が転換請求したＢ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

　
交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＢ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社

法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(8) 優先順位

優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先株

式に優先する。

５　※４　単元株式数は1,000株であります。

６　※５　会社法第322条第２項の規定に基づく定款の定めは設けておりません。

７　資金調達手段を多様化し自己資本の充実を図るため、完全議決権株式である普通株式のほか、無議決権株式で

あるＡ種優先株式およびＢ種優先株式を発行いたしております。

８　Ａ種優先株主またはＢ種優先株主と当社の間に、Ａ種優先株式およびＢ種優先株式に設定された権利の行使、

または当該株式の売買に関して取決められた事項はありません。

９　Ｂ種優先株式のうち8,400,000株につきましては、現物出資（借入金(42億円)の株式化）により発行されたも

のであります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありま

せん。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成17年６月29日
(注)１

― 61,453,965 ― 10,970 △368 ―

平成17年８月16日
(注)２

― 61,453,965△9,873 1,097 ― ―

平成17年９月30日
(注)３

78,400,000139,853,9656,100 7,197 6,100 6,100

平成18年３月23日 
(注)４

― 139,853,965△5,197 2,000 △5,600 500

平成20年４月１日～
平成21年３月31日
(注)５

3,000,000142,853,965 ― 2,000 ― 500

平成21年３月31日
(注)６

△300,000142,553,965 ― 2,000 ― 500

平成21年４月１日～
平成22年３月31日
(注)７

4,518,072147,072,037 ― 2,000 ― 500

平成22年３月31日
(注)８

△300,000146,772,037 ― 2,000 ― 500

(注) １　資本準備金の減少は、欠損填補によるものであります。

２　平成17年６月29日開催の定時株主総会において資本減少(無償減資)の決議を行い、そのうち2,491百万円を欠

損填補に充当し、7,382百万円をその他資本剰余金に振り替えたものであります。

３　第三者割当増資によるものであります。

割当先 普通株式 フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ツー投資

事業組合

東急建設株式会社

　 Ａ種優先株式 東急建設株式会社

　 Ｂ種優先株式 フェニックス・キャピタル・パートナーズ・ツー投資

事業組合

発行株式数 普通株式 60,000,000株

　 Ａ種優先株式  6,000,000株

　 Ｂ種優先株式 12,400,000株

１株の発行価格 普通株式 　　　　50円

　 Ａ種優先株式 　　　 500円

　 Ｂ種優先株式 　　　 500円

１株の資本組入額 普通株式 　　　　25円

　 Ａ種優先株式 　　　 250円

　 Ｂ種優先株式 　　　 250円

４　平成18年２月20日開催の臨時株主総会において資本減少(無償減資)および資本準備金減少の決議を行い、それ

ぞれ全額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。

５　Ｂ種優先株式の取得請求権行使に伴い、普通株式3,000,000株を発行したものであります。

６　自己株式（Ｂ種優先株式 300,000株）の消却によるものであります。

７　Ｂ種優先株式の取得請求権行使に伴い、普通株式4,518,072株を発行したものであります。

８　自己株式（Ｂ種優先株式 300,000株）の消却によるものであります。
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(6) 【所有者別状況】

①　普通株式

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 24 36 239 28 1 5,4655,793 ―

所有株式数
(単元)

― 6,6271,32386,7151,349 2 32,427128,443529,037

所有株式数
の割合(％)

― 5.16 1.03 67.52 1.05 0.00 25.24100.00 ―

(注)　自己株式196,979株は、「個人その他」の中に196単元、「単元未満株式の状況」の中に979株含めて記載しており

ます。

　

②　Ａ種優先株式

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 6,000 ― ― ― 6,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―

　

③　Ｂ種優先株式

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 11,800 ― ― ― 11,800 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
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(7) 【大株主の状況】

①　所有株式数別

平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 51,800 35.29

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－16－14 35,659 24.30

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 7,669 5.23

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 3,000 2.04

世紀東急工業従業員持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 2,032 1.38

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 1,314 0.90

株式会社五十畑 栃木県下都賀郡岩舟町大字鷲巣258 1,000 0.68

遠藤　博哉 神奈川県横浜市神奈川区 830 0.57

世紀東急工業取引先持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 683 0.47

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 650 0.44

計 ― 104,637 71.29

　

②　所有議決権数別

平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合
(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 40,000 31.19

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－16－14 29,659 23.13

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 7,669 5.98

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 3,000 2.34

世紀東急工業従業員持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 2,032 1.58

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 1,314 1.02

株式会社五十畑 栃木県下都賀郡岩舟町大字鷲巣258 1,000 0.78

遠藤　博哉 神奈川県横浜市神奈川区 830 0.65

世紀東急工業取引先持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 683 0.53

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 650 0.51

計 ― 86,837 67.71
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
6,000,000

Ｂ種優先株式
11,800,000

―
「１　株式等の状況」「(1) 株式の
総数等」「②　発行済株式」の「内
容」欄の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 196,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

128,247,000
128,247 同上

単元未満株式 普通株式 529,037 ―
同上

一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 146,772,037― ―

総株主の議決権 ― 128,247 ―

(注) 　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式979株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
世紀東急工業株式会社

東京都港区芝公園
２―９―３

196,000 ― 196,000 0.13

計 ― 196,000 ― 196,000 0.13

　

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
　

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 10,695 567

当期間における取得自己株式 1,315 89

（注）当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（単元未満株式の買増請求
による売渡し）

398 23 ― ―

保有自己株式数 196,979 ― 198,294 ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

および買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。

　
【株式の種類等】 会社法第155条第４号によるＢ種優先株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 300,000 ―

当期間における取得自己株式 ― ―

（注）当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得請求権行使により取

得した株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 300,000 ― ―　 ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（―） ― ― ― ―

保有自己株式数 ― ― ― ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得請求権行使により

取得した株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、道路舗装を中心に社会資本の整備に貢献する公共性の高い事業を行っており、長期的な視野に

立った安定的な経営基盤の確保を目指しております。

配当政策につきましては、重要事項の一つであると認識しており、当期の業績や財務内容、今後の経営環

境等を総合的に勘案して決定しております。

当社の剰余金の配当は、株主総会決議による期末配当のほか取締役会決議による中間配当制度を採用し

ております（会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定

款に定めております。）が、当期の剰余金の配当につきましては、厳しい経営環境を踏まえ、財務体質の強化

と内部留保の充実を早期に図るべく、誠に遺憾ながら見送らせていただくことといたしました。

今後につきましては、全社を挙げて収益力の向上と財務体質の改善に取り組み、株主の皆様のご期待に添

うべく早期復配に向け、業績の向上に努めてまいる所存であります。

　

４ 【株価の推移】

(1) 普通株式

① 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 180 159 146 88 79

最低(円) 123 81 60 18 31

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

② 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年10月 11月 12月 平成22年１月 ２月 ３月

最高(円) 52 70 58 56 67 61

最低(円) 40 44 49 48 49 54

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 優先株式

①　Ａ種優先株式

②　Ｂ種優先株式

以上の各種優先株式は、いずれも金融商品取引所に上場されておりません。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所  有
株式数
(千株)

代表取締役
社      長

社長執行役員 小　寺　　　浩 昭和21年10月22日生

昭和45年４月 東急道路株式会社入社

注３ 14

平成14年４月 当社生産本部合材部長

平成16年６月 当社取締役

平成18年６月 当社常務取締役

平成21年６月 当社取締役社長（現）

平成21年６月 当社社長執行役員（現）

取　締　役
相　談　役

　

佐　伯　清　之 昭和18年10月28日生

昭和42年３月 東急建設株式会社入社

注３ 7

　 平成14年６月 同社常務取締役兼執行役員

　 平成14年６月 当社監査役

　
平成16年６月 東急建設株式会社取締役兼常務執

行役員

　 平成17年６月 当社専務取締役

　 平成19年６月 当社取締役社長

　 平成21年６月 当社取締役相談役（現）

取　締　役
副社長執行役員
技術本部長

菊　地　賢　三 昭和21年３月31日生

昭和44年４月 建設省入省

注３ 46

平成９年４月 建設省九州地方建設局長

平成10年11月 (財)駐車場整備推進機構専務理事

平成14年４月 当社顧問

平成14年６月 当社専務取締役

平成20年６月 当社技術本部長(現)

平成21年６月 当社取締役(現)

平成21年６月 当社副社長執行役員（現）

取　締　役
常務執行役員
事業推進本部長

森　山　藤　夫 昭和24年４月５日生

昭和43年３月 東急建設株式会社入社

注３ 1

平成18年４月 当社名古屋支店長兼事務管理部長

平成21年６月 当社取締役（現）

平成21年６月 当社常務執行役員（現）

平成21年６月 当社事業推進本部長（現）

取　締　役
常務執行役員
管理部門管掌

佐　藤　俊　昭 昭和25年５月13日生

昭和49年４月 東急道路株式会社入社

注３ 9

平成10年４月 当社経理部長

平成16年６月 当社取締役(現)

平成21年６月 当社執行役員

平成22年４月 当社常務執行役員（現）

取　締　役

常務執行役員
事業推進本部
副本部長

兼事業推進部長
兼営業部長

齋　藤　一　彦 昭和26年10月31日生

昭和49年４月 東急道路株式会社入社

注３ 4

平成19年６月 当社事業推進本部事業推進部長

平成21年６月 当社取締役(現)

平成21年６月 当社執行役員

平成22年４月 当社常務執行役員（現）

平成22年４月 当社事業推進本部副本部長兼事業

推進部長兼営業部長（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所  有
株式数
(千株)

取　締　役 　 渡　邊　　　彰 昭和23年11月15日生

昭和46年４月 株式会社三菱銀行入社

注３ ―

平成11年６月 株式会社東京三菱銀行取締役

平成12年６月 東京三菱証券株式会社常務取締役

平成15年４月 日本リバイバル債権回収株式会社

取締役社長（現）

平成17年７月 フェニックス・キャピタル株式会

社取締役ＣＥＯ

平成19年６月 当社取締役(現)

平成20年６月 フェニックス・キャピタル株式会

社取締役（現）

取　締　役 　 野　本　弘　文 昭和22年９月27日生

昭和46年４月 東京急行電鉄株式会社入社

注３ ―平成20年６月 同社専務取締役(現)

平成20年６月 当社取締役（現）

取　締　役 　 飯　塚　恒　生 昭和23年８月５日生

昭和46年４月 東急建設株式会社入社

注３ ―平成22年４月 同社取締役社長（現）

平成22年６月 当社取締役(現)

取　締　役 　 前　野　龍　三 昭和46年10月１日生

平成６年４月 株式会社三菱銀行入社

注３ ―

平成20年１月 フェニックス・キャピタル株式会

社ディレクター

平成20年６月 当社取締役（現）

平成21年10月 フェニックス・キャピタル株式会

社マネージングディレクター

（現）

常勤監査役 　 宇佐美　和　喜 昭和21年８月２日生

昭和45年４月 東急道路株式会社入社

注４ 10

平成15年４月 当社コンプライアンス室長

平成16年６月 エス・ティ・サービス株式会社取

締役社長

平成19年６月 当社常勤監査役(現)

常勤監査役 　 髙　田　周　治 昭和24年８月17日生

昭和47年４月 東急建設株式会社入社

注５ ―
平成20年４月 同社管理本部財務部専任部長

平成20年６月 当社総務人事部担当部長

平成20年６月 当社常勤監査役(現)

監　査　役 　 岩　田　哲　夫 昭和23年４月30日生

昭和47年４月 株式会社三菱銀行入社

注４ ―

平成15年６月 株式会社東京三菱銀行常務取締役

平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務

執行役員

平成19年６月 東京急行電鉄株式会社常勤監査役

（現）

平成20年６月 当社監査役(現)

監　査　役 　 富　田　　　勉 昭和22年11月５日生

昭和46年４月 東急建設株式会社入社

注４ ―平成20年６月 同社常勤監査役（現）

平成20年６月 当社監査役(現)

監　査　役 　 下　澤　賢　治 昭和23年４月21日生

昭和47年４月 東急建設株式会社入社

注４ ―平成20年６月 同社常勤監査役(現)

平成20年６月 当社監査役(現)

計 91
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(注) １　取締役 渡邊 彰、野本弘文、飯塚恒生、前野龍三は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２　監査役 岩田哲夫、富田 勉、下澤賢治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３　取締役の任期は、平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会終結の時から、平成23年３月期にかかる定時株
主総会終結の時までであります。

４　監査役 宇佐美和喜の任期は、平成19年６月開催の第58回定時株主総会終結の時から、監査役 岩田哲夫、
富田 勉、下澤賢治の任期は、平成20年６月27日開催の第59回定時株主総会終結の時から、それぞれ平成23年３
月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役 髙田周治の任期は、平成20年６月27日開催の第59回定時株主総会終結の時から、平成24年３月期にかか

る定時株主総会終結の時までであります。

６　役員の所有株式は、全て普通株式であります。
７　平成22年６月29日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
　　（常務執行役員）三上洋一郎 （執行役員）會田 清、小泉隆男、森永朝紀、堀中 清、大島好人、鍛治秀充

　

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスの充実を、継続的な企業価値向上を図るうえで重要な経営課題の

ひとつであると認識しており、株主間の平等性を確保するとともに、株主をはじめとするすべてのス

テークホルダーの権利・利益を尊重し、円滑な関係を構築していくため、経営の透明性、公正性の確保

に努めております。

　

②企業統治体制の概要

当社の取締役会は、迅速な意思決定と監督機能の充実を図るため、原則として毎月開催しており、重

要事項について決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督いたしております。また、監督機能の

実効性をより高めるため、現在は社外取締役４名（取締役の総員は10名）を選任しており、社外取締役

の各氏はその豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会等において適宜意見表明等を行っておりま

す。なお、当社は経営機構の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、コーポレート・ガバナ

ンスの充実ならびに業務執行機能の強化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたして

おります。

監査役会につきましては、社外監査役３名を含む５名で構成されており、各監査役は取締役会やその

他重要な会議に出席するほか、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と適宜協議、情報交換を

行うなど緊密な連携を保つことにより、監査の充実に努めております。なお、常勤監査役髙田周治氏は

東急建設株式会社において長年にわたる財務部門の経験を有しており、財務および会計に関する相当

程度の知見を有しております。　

また、取締役会に付議される事項、その他重要な業務執行に関する事項については、意思決定の透明

性・妥当性の確保を図るため、原則として毎月２度開催される経営会議の審議を経るものとしており、

本会議には一部の監査役および社外取締役も出席いたしております。

上記のとおり、当社は複数の社外取締役および社外監査役を選任するほか、採用するそれぞれの制度

や仕組みを通じ、業務執行機能、監査・監督機能の充実を図っており、これらの体制ならびに機能がそ

れぞれ有機的に作用することにより、良好なコーポレート・ガバナンスが確保されるものと認識いた

しております。

なお、当社は優秀な人材を迎え、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に果たすことが

できるよう、当社への責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、現在、社外

取締役および社外監査役全員との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定

する契約を締結しております。

　

③内部統制システムならびにリスク管理体制の整備の状況

「当社コーポレート・ガバナンス体制図」
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「内部統制システムならびにリスク管理体制の整備の状況」

内部統制システムの整備については、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保し、業務の適正を確保するための重要な経営課題であると認識しております。

当社では、業務分掌および権限と責任の所在を明確化することにより、効率的に業務を遂行する体

制を整備するとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を経て、適切かつ迅速な

意思決定を行なうものとしております。

また、当社グループでは、法令順守はもとより企業倫理や環境問題、反社会的勢力との関係遮断等、

社会的責任に基づいた企業行動の徹底を図るため「東急グループコンプライアンス指針」に則り

「世紀東急工業グループコンプライアンス行動規範」を制定するとともに、所管部署による定期的

な研修等を通じ、コンプライアンス経営によるリスク管理を一体的に推進しております。
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当社では従前よりこれらの実効性を確保するため、各種規程・マニュアル等を整備するほか、内部

通報制度を構築・運用するとともに、適法性をはじめ様々な観点から業務遂行の状況を監視するた

め、本社内に組成する監査チームが部門横断的に連携して適宜内部監査を実施しており、その結果は

随時取締役および監査役に報告されております。

なお、内部統制の強化・推進を図るため、平成１９年４月より本社に内部統制推進室（現・内部統

制推進部）を設置しており、既存システムの見直しを含め、適正かつ効率的な業務の遂行ならびに財

務報告の適正性を確保するための体制構築に継続的に取り組んでおります。

　

④社外取締役および社外監査役との関係

当社の社外取締役および社外監査役は以下のとおりであります。

役職 氏名 他の法人等における主な役職

取締役(非常勤) 渡　邊　　　彰 フェニックス・キャピタル株式会社取締役

取締役(非常勤) 野　本　弘　文 東京急行電鉄株式会社専務取締役

取締役(非常勤) 飯　塚　恒　生 東急建設株式会社取締役社長

取締役(非常勤) 前　野　龍　三 フェニックス・キャピタル株式会社マネージングディレクター

監査役(非常勤) 岩　田　哲　夫 東京急行電鉄株式会社常勤監査役

監査役(非常勤) 富　田　　　勉 東急建設株式会社常勤監査役

監査役(非常勤) 下　澤　賢　治 東急建設株式会社常勤監査役

その他の関係会社である東急建設株式会社、東京急行電鉄株式会社および主要株主であるフェニッ

クス・キャピタル・パートナーズ・ツー投資事業組合の業務執行組合員であるフェニックス・キャピ

タル株式会社の役員および従業員に当社の社外取締役および社外監査役に就任いただいております

が、取締役会の構成員として業務執行の監督機能を果たすほか、必要に応じて経営に対する助言をいた

だいているものであり、当社の独立性は確保されているものと認識しております。

また、当社は東京急行電鉄株式会社を中核とする東急グループの一員として、建設事業の分野を担っ

ており、東急建設株式会社とは類似した事業を営んでおりますが、当社は舗装工事を中心に事業展開し

ており、同社とは事業領域を相互に補完しうる関係にあるものと考えております。

上記のとおり、当社と上記各社との間には一定の資本関係があり、また東急建設株式会社および東京

急行電鉄株式会社との間には工事の請負等の取引がありますが、その取引額が当社の売上に占める割

合については他の取引先に対する売上と比較し大きいものではないこと、何れの会社との間にも特別

な取引条件その他事業上の制約は存在しないこと、さらにはそれぞれ個人としても当社との間に何ら

利害関係を有していないことから、社外取締役および社外監査役の各氏は、いずれも一定の独立性を有

しているものと認識いたしております。

なお、社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会における業務執行報告、監査結果報告のほ

か、必要に応じ重要なリスク等について内部統制部門担当役員より個別に報告を行い、また取締役会に

おいて特に重要な意思決定を行う場合、その他必要がある場合には事前に説明を行い意見を求めるな

ど、期待する機能が十分果たされるよう環境の整備に努めております。
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⑤役員の報酬等

　

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役
員の員数
（人）基本報酬

ストックオプ
ション

賞与 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く）

77 77 － － － 9

監査役
（社外監査役を除く）

21 21 － － － 2

社外役員 － － － － － －

　

ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載いたしておりません。

　

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

　

ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

平成18年６月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役（使用人兼務取締役の使用人分給

与は含まない）の報酬限度額は年額３億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と

決議しており、取締役の報酬額については取締役会の授権を受けた取締役社長が、監査役の報酬額に

ついては監査役の協議により、それぞれ報酬限度額の範囲内において、役職に応じ、また業績を勘案

し決定いたしております。

　

⑥株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 　20銘柄

貸借対照表計上額の合計額 247百万円

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額

が資本金額の100分の１を超える銘柄

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャルグループ

47,250 23安定した取引関係の構築

株式会社みずほフィナンシャル
グループ

100,000 18安定した取引関係の構築

みずほ信託銀行株式会社 51,348 4 安定した取引関係の構築

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、すべての上場銘柄について記載しております。

　

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　
前事業年度
（百万円）

当事業年度
（百万円）

　
貸借対照表計上
額の合計額

貸借対照表計上
額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 － － － － －

非上場株式以外の株式 － 1 0 － 0
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⑦会計監査の状況

会計監査人である新日本有限責任監査法人は、指定有限責任社員・業務執行社員である唐澤　洋、松

尾浩明の両氏が監査業務を執行し、公認会計士５名、その他５名がその補助を行っております。

　

⑧種類株式の状況

資金調達手段を多様化し自己資本の充実を図るため、完全議決権株式である普通株式のほか、無議決

権株式であるＡ種優先株式およびＢ種優先株式を発行いたしております。

　

⑨その他定款に定めている事項

　　「取締役および監査役の定員」

取締役および監査役の定員は、取締役24名以内、監査役５名以内とする旨を定款に定めております。

　　「自己の株式の取得」

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会

の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

　
　　「株主総会の特別決議要件」

当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309

条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定款に定めております。

　
　　「取締役選任の決議要件」

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。

　
　　「取締役および監査役の責任免除」

当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするた

め、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）

及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議に

よって免除することができる旨を定款に定めております。

　
　　「中間配当」

当社は、株主への利益還元を機動的に行なうため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の

決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に定めておりま

す。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 55 0 52 －

連結子会社 － － － －

計 55 0 52 －

　

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません

当連結会計年度

該当事項はありません

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

内部統制評価体制構築に関する助言業務

当連結会計年度

該当事項はありません

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づき作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令

第14号)に準じて記載しております。

　なお、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建

設省令第14号)により作成しております。

　なお、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則及び建

設業法施行規則に基づき、当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務

諸表等規則及び建設業法施行規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年４月１日から平成

21年３月31日まで)及び前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)並びに当連結会計年度

(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日

まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

・会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入

し、同機構が行うセミナー等に参加しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 880 533

受取手形・完成工事未収入金等 21,518 20,227

未成工事支出金 5,079 ※６
 5,156

材料貯蔵品 315 356

短期貸付金 － 4,154

その他 2,875 2,880

貸倒引当金 △125 △132

流動資産合計 30,544 33,176

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 ※２
 6,694

※２
 6,887

機械、運搬具及び工具器具備品 15,642 15,521

土地 ※２
 12,296

※２
 12,174

建設仮勘定 163 31

減価償却累計額 △18,208 △18,266

有形固定資産合計 16,588 16,349

無形固定資産

その他 148 126

無形固定資産合計 148 126

投資その他の資産

投資有価証券 ※１
 263

※１
 256

破産更生債権等 ※５
 919

※５
 858

その他 379 351

貸倒引当金 ※５
 △774

※５
 △769

投資その他の資産合計 787 696

固定資産合計 17,524 17,171

資産合計 48,069 50,348
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 22,361 22,857

短期借入金 ※2, ※4
 1,579

※2, ※4
 10,665

未払法人税等 102 118

未成工事受入金 3,843 3,032

完成工事補償引当金 144 243

工事損失引当金 40 ※６
 236

賞与引当金 272 388

その他 737 959

流動負債合計 29,081 38,500

固定負債

長期借入金 ※2, ※4
 10,665 －

退職給付引当金 3,229 3,469

その他 28 29

固定負債合計 13,922 3,498

負債合計 43,004 41,998

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,550 1,550

利益剰余金 1,523 4,806

自己株式 △18 △19

株主資本合計 5,054 8,337

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10 12

評価・換算差額等合計 10 12

純資産合計 5,065 8,349

負債純資産合計 48,069 50,348
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高

完成工事高 42,224 50,633

製品売上高 20,219 20,792

不動産事業等売上高 154 162

売上高合計 62,598 71,589

売上原価

完成工事原価 39,986 ※１
 46,582

製品売上原価 ※２
 16,975

※２
 16,431

不動産事業等売上原価 94 ※２
 124

売上原価合計 57,056 63,138

売上総利益

完成工事総利益 2,237 4,051

製品売上総利益 3,244 4,361

不動産事業等総利益 59 38

売上総利益合計 5,541 8,451

販売費及び一般管理費 ※3, ※4
 4,716

※3, ※4
 4,365

営業利益 825 4,085

営業外収益

受取利息 9 2

受取配当金 5 6

土地賃貸料 17 17

受取遅延利息 8 36

受取保険金 9 －

雑収入 21 14

営業外収益合計 71 78

営業外費用

支払利息 349 284

シンジケートローン組成費用 － 123

雑支出 57 50

営業外費用合計 407 458

経常利益 489 3,705

特別利益

固定資産売却益 8 7

貸倒引当金戻入額 8 8

その他 2 3

特別利益合計 20 19

特別損失

固定資産売却損 ※５
 7 1

固定資産除却損 ※５
 12

※５
 38

減損損失 － ※６
 269

固定資産撤去費 － 50

事業所整理損 7 －

工事違約金 43 －

その他 4 3

特別損失合計 75 364

税金等調整前当期純利益 434 3,361

法人税、住民税及び事業税 85 77

過年度法人税等 21 －

当期純利益 326 3,283
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,000 2,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,000 2,000

資本剰余金

前期末残高 1,550 1,550

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,550 1,550

利益剰余金

前期末残高 1,196 1,523

当期変動額

当期純利益 326 3,283

当期変動額合計 326 3,283

当期末残高 1,523 4,806

自己株式

前期末残高 △17 △18

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △18 △19

株主資本合計

前期末残高 4,729 5,054

当期変動額

当期純利益 326 3,283

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 324 3,282

当期末残高 5,054 8,337
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 51 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△40 1

当期変動額合計 △40 1

当期末残高 10 12

評価・換算差額等合計

前期末残高 51 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△40 1

当期変動額合計 △40 1

当期末残高 10 12

純資産合計

前期末残高 4,780 5,065

当期変動額

当期純利益 326 3,283

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 1

当期変動額合計 284 3,284

当期末残高 5,065 8,349
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 434 3,361

減価償却費 824 823

減損損失 － 269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 258 △294

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 115

退職給付引当金の増減額（△は減少） 198 239

受取利息及び受取配当金 △15 △8

支払利息 349 284

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △5

有形固定資産除却損 12 38

売上債権の増減額（△は増加） 2,306 1,661

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,331 △76

仕入債務の増減額（△は減少） △2,933 496

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,854 △811

未払消費税等の増減額（△は減少） △60 213

未収入金の増減額（△は増加） 365 275

その他 247 193

小計 2,517 6,777

利息及び配当金の受取額 15 8

利息の支払額 △355 △306

法人税等の支払額 △137 △107

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,040 6,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,171 △1,045

有形固定資産の売却による収入 22 32

投資有価証券の取得による支出 △0 －

投資有価証券の売却による収入 26 8

ゴルフ会員権の売却による収入 6 6

貸付けによる支出 △65 －

貸付金の回収による収入 14 15

その他 △16 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,184 △997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 207 △579

長期借入金の返済による支出 △1,000 △1,000

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △794 △1,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61 3,794

現金及び現金同等物の期首残高 819 880

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 880

※１
 4,675
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 10社

　
連結子会社の数 7社

当連結会計年度において、ほくりく工

業㈱と㈱大和舗道については、清算結

了により、また若栗建材㈱については、

当社グループが保有する全株式を譲渡

したため、連結の範囲から除外してお

ります。

　 連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載のとおりであ

ります。

連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載のとおりであ

ります。

　 非連結子会社はありません。 非連結子会社はありません。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法適用の会社はありません。

持分法非適用の非連結子会社はありま

せん。

持分法適用の会社はありません。

持分法非適用の非連結子会社はありま

せん。

　 持分法非適用の関連会社名

　ガルフシール工業株式会社

　能登アスコン株式会社

持分法非適用の非連結子会社並びに関

連会社の過去５年間における平均の当

期純損益のうち持分に見合う額及び利

益剰余金のうち持分に見合う額等のそ

れぞれの合計額は、過去５年間におけ

る平均の連結当期純損益及び利益剰余

金等の額に対して、いずれもその割合

が僅少であり、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。

持分法非適用の関連会社名

　ガルフシール工業株式会社

　能登アスコン株式会社　

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結財務諸表提出会社と一致しており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

　(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 
 
①  有価証券

    その他有価証券

      時価のあるもの

        連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定)

 
 
①  有価証券

    その他有価証券

      時価のあるもの

同左

　       時価のないもの

        移動平均法による原価法

      時価のないもの

同左

　 ②  たな卸資産

    未成工事支出金

個別法による原価法（連結貸借

対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算

定）

②  たな卸資産

    未成工事支出金

同左

 

　     材料貯蔵品

移動平均法による原価法（連結

貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

    材料貯蔵品

同左

　 （会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日企業会計基準第９号）を当連結会

計年度より適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更して

おります。この変更により、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ10百万円減少しておりま

す。

  なお、セグメント情報に与える影響

は、当該個所に記載しております。

 
────────

　(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物(建物附属設備を

除く)については、定額法によって

おります。

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物・構築物 ７～50年

機械・運搬具・
工具器具備品

５～７年

①  有形固定資産(リース資産を除く)

同左

　 ②  無形固定資産(リース資産を除く)

    定額法

    なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

②  無形固定資産(リース資産を除く)

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　 ③  リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。なお、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

③  リース資産

同左

 

　 （会計方針の変更） 　
　 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当連結会計

年度より、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準　第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針　第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会)、平成19年３

月30日改正））を適用しております。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

────────

　 （追加情報）

当社及び当社連結子会社は、減価償却

資産の耐用年数等に関する平成20年度

法人税法の改正を契機として、機械装

置の耐用年数について、資産の利用状

況等の見直しを行い、当連結会計年度

より改正後の法人税法に基づく耐用年

数を適用しております。これによる損

益に与える影響は軽微であります。

 
────────
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(3) 重要な引当金の計上基

準

 

①  貸倒引当金

    売上債権、貸付金等の貸倒による

損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等の特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

 

①  貸倒引当金

同左

 

　 ②  完成工事補償引当金
完成工事のかし担保等の費用に
充てるため、当連結会計年度及び
過年度の実績率を基礎に将来の
支出見込みを勘案して計上して
おります。

②  完成工事補償引当金

同左

　 ③  工事損失引当金
    工事受注契約に係る将来の損失に
備えるため、当連結会計年度末に
おける工事受注契約に係る損失見
込額を計上しております。

③  工事損失引当金

同左

　 ④  賞与引当金
    従業員の賞与支給に備えて、当連
結会計年度において負担すべき支
給見込額を計上しております。

④  賞与引当金

同左

　 ⑤  退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。

    なお、会計基準変更時差異(1,769
百万円)については、15年による按
分額を費用処理しております。

    過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(13年)による定額法によ
り費用処理しております。

    数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。

⑤  退職給付引当金

同左

　 （追加情報）

当社は、平成21年１月１日付けで退職

年金制度の改正を行い、従来の適格退

職年金制度から規約型確定給付年金制

度に移行しております。この制度変更

による影響は軽微であります。

 
────────

 
 
 
 
 

（会計方針の変更）

　 　
　

当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響は

ありません。
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(4) 完成工事高の計上基準完成工事高の計上は工事完成基準に

よっております。

①  当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められ
る工事
 工事進行基準（工事の進捗度の
見積りは、施工面積等に基づく
予算原価比例法）

②  その他の工事

 工事完成基準

　 　 （会計方針の変更）

請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用してお

りましたが、当連結会計年度より、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を適用し、当連結

会計年度に着手した工事契約から当連

結会計年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事につい

ては、工事進行基準（工事の進捗度の

見積りは、施工面積等に基づく予算原

価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。

なお、当連結会計年度においては工事

進行基準の適用要件を満たす工事契約

が存在しないため、損益に与える影響

はありません。

 

　(5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①  消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

①  消費税等の会計処理

同左

　 ②  連結納税制度の適用

    連結納税制度を適用しておりま

す。

②  連結納税制度の適用

同左

　 　 　
５  連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は全

面時価評価法によっております。

同左

６  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金、及び容

易に換金可能であり、且つ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限が到来

する短期投資からなっております。

同左
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【表示方法の変更】

　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

　財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年8月7日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において「その他のたな卸資産」として表

示されていたものは、当連結会計年度より「材料貯蔵

品」と表示しております。

 

　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「短期貸付金」（前連結会計年

度14百万円）は、総資産の100分の５を超えたため、当連

結会計年度より区分掲記しております。　　　

 

　前連結会計年度において区分掲記しておりました固定

資産の「長期滞留債権」（当連結会計年度131百万円）

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より固定

資産の「破産更生債権等」に含めて表示しております。

────────
 

 

　 （連結損益計算書）

 
　

　前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「受取保険金」（当連結会計年度3百万円）

は、金額が僅少となったため、当連結会計年度において

は「雑収入」に含めて表示しております。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１  このうち非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7百万円

※１  このうち非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 7百万円

※２  短期借入金1,000百万円及び長期借入金10,665百万

円に対して下記の資産を担保に供しております。

建物・構築物 791百万円

土地 9,548

計 10,340

※２  短期借入金10,665百万円に対して下記の資産を担

保に供しております。

建物・構築物 752百万円

土地 9,548

計 10,301

　３  偶発債務(保証債務)

    従業員の住宅資金借入金５百万円について保証  

を行っております。

　３  偶発債務(保証債務)

従業員の住宅資金借入金５百万円について保証を

行っております。

※４  当社は平成17年９月に株式会社東京三菱銀行（現
株式会社三菱東京UFJ銀行）をアレンジャーとする
シンジケートローン契約を締結しております(当連
結会計年度末タームローン残高11,665百万円）。

      なお、当該シンジケートローン契約には以下の財務
制限条項（平成18年９月27日付けで一部変更）が
付されております。

※４  当社は平成17年９月に株式会社東京三菱銀行（現
株式会社三菱東京UFJ銀行）をアレンジャーとする
シンジケートローン契約(当連結会計年度末ターム
ローン残高10,665百万円）を締結しておりました
が、平成22年３月に同行をアレンジャーとするシン
ジケートローン契約を総額10,150百万円にて再締
結しております（実行日は平成22年５月31日）。

      当該シンジケートローン契約には、新旧ともに財務
制限条項が付されておりますが、当連結会計年度に
適用される財務制限条項は、従前の契約によるもの
であり、その要旨は以下のとおりであります。

    ①　各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照
表における従来の資本の部の金額を、平成18年３
月期においては30億円以上にそれぞれ維持し、平
成19年３月期以降の各決算期においては当該決
算期の直前の決算期または平成18年３月期の期
末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における
資本の部の金額のいずれか大きい方の75％以上
にそれぞれ維持すること。

    ①                同左

    ②　各決算期の損益計算書及び連結損益計算書におい
て、２期連続して経常損失を計上しないこと。

    ②                同左

    ③　各決算期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び
連結キャッシュ・フロー計算書に係るトータル
・レバレッジ・レシオを、平成18年３月期におい
ては11.0以下に維持し、平成19年３月期以降の各
決算期においては15.0以下にそれぞれ維持する
こと。

    ③                同左

    ④　各決算期の連結損益計算書におけるインタレスト
・カバレッジ・レシオ(当該損益計算書における
「営業利益」の金額を「支払利息」の金額で除
した数値をいう。)を、平成18年３月期においては
2.0以上に維持し、平成19年３月期以降の各期に
おいては1.3以上にそれぞれ維持すること。

    ④                同左

    ⑤　平成19年３月期以降の損益計算書及び連結損益計
算書において、２期連続して当期純損失を計上し
ないこと。

    ⑤                同左

EDINET提出書類

世紀東急工業株式会社(E00176)

有価証券報告書

 55/110



　

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

　 なお、平成22年３月に再締結したシンジケートロー
ン契約では、財務制限条項の修正が行われておりま
す。新しい財務制限条項の要旨は以下のとおりであ
ります。

　 ①平成23年３月期以降の各決算期の期末日の貸借
対照表及び連結貸借対照表における純資産の部
の金額を、当該決算期の直前の決算期または平成
21年３月期の期末日の貸借対照表及び連結貸借
対照表における純資産の部の金額のいずれか大
きい方の75％以上にそれぞれ維持すること。

　 ②平成23年３月期以降の損益計算書及び連結損益
計算書において、２期連続して経常損失を計上し
ないこと。

　 ③平成23年３月期以降の損益計算書及び連結損益
計算書において、２期連続して当期純損失を計上
しないこと。

　 ④平成23年３月期以降の連結貸借対照表、連結損益
計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に係
るトータル・レバレッジ・レシオを15.0以下に
それぞれ維持すること。

　 上記、財務制限条項については、会計基準の変更が
あった場合には、当該変更による影響について全当
事者で協議することとなっております。
 

※５  債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更
生債権等」については、当該引当金（当連結会計年
度末22,145百万円）から直接減額しております。　

※５  債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更
生債権等」については、当該引当金（当連結会計年
度末21,845百万円）から直接減額しております。　

　
※６  たな卸資産及び工事損失引当金の表示

　

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事
支出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表示
しております。損失の発生が見込まれる工事契約に
係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応
する額は84百万円であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　
※１　完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

236百万円であります。

※２　期末の棚卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、棚卸資産評価損10百万円が製品売

上原価に含まれております。

※２　期末の棚卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、棚卸資産評価損18百万円が製品売

上原価に3百万円、不動産事業等売上原価に15百万

円含まれております。

※３　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

従業員給料手当 2,044百万円

賞与引当金繰入額 101

退職給付費用 294

営業債権貸倒引当金繰入額 536

※３　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

従業員給料手当 2,026百万円

賞与引当金繰入額 133

退職給付費用 320

営業債権貸倒引当金繰入額 157

※４　一般管理費に含まれる研究開発費は240百万円であ

ります。

※４　一般管理費に含まれる研究開発費は251百万円であ

ります。

※５　固定資産売却損及び除却損の内容は次のとおりで

あります。

固定資産売却損

機械装置 6百万円

備品
建物

1
0

計 7

固定資産除却損

機械装置 5百万円

建物・構築物 7

その他 0

計 12

 

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
  固定資産除却損

機械装置 9百万円

建物・構築物 23

その他 5
　

計

 
 
 
 
 
 

38

 
 
 
 
 
 

※６　以下の資産または資産グループについて減損損失

を計上しております。　

　 用途 種類 場所 金額

　

事業用資産

建物・構築物、　
機械、運搬具　及
び工具器具　備
品、土地等

神奈川県他 269百万円

 
当社グループは、他の資産または資産グループの
キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ
・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグ
ルーピングを行いました。営業損益が継続的にマ
イナスになるなど、当連結会計年度において収益
性が著しく低下した資産または資産グループにつ
いて、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少
額269百万円を減損損失として特別損失に計上し
ております。その内訳は、建物・構築物97百万円、
機械、運搬具及び工具器具備品44百万円、土地114
百万円、無形固定資産13百万円であります。
なお、当該資産または資産グループの回収可能価
額は、使用価値により測定しております。また、使
用価値の算定に当たっては、将来キャッシュ・フ
ローを2.0%で割引いて算定しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 121,453,965 3,000,000 ─ 124,453,965

Ａ種優先株式(株) 6,000,000 ─ ─ 6,000,000

Ｂ種優先株式(株) 12,400,000 ─ 300,000 12,100,000

      合計(株) 139,853,965 3,000,000 300,000 142,553,965

（変動事由の概要）

        増減数の内訳は、次の通りであります。

            Ｂ種優先株式の取得請求権の行使による増加   3,000,000 株

            自己株式の消却による減少                     300,000 株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 158,922 30,562 2,802 186,682

Ｂ種優先株式(株) ─ 300,000 300,000 ─

（変動事由の概要）

(1) 普通株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

      単元未満株式の買取りによる増加        30,562 株

      単元未満株式の買増請求による減少       2,802 株

        (2) Ｂ種優先株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

              取得による増加      300,000 株

              消却による減少      300,000 株

　

当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 124,453,965 4,518,072 ─ 128,972,037

Ａ種優先株式(株) 6,000,000 ─ ─ 6,000,000

Ｂ種優先株式(株) 12,100,000 ─ 300,000 11,800,000

      合計(株) 142,553,965 4,518,072 300,000 146,772,037

（変動事由の概要）

        増減数の内訳は、次の通りであります。

            Ｂ種優先株式の取得請求権の行使による増加     4,518,072 株

            自己株式の消却による減少                       300,000 株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 186,682 10,695 398 196,979

Ｂ種優先株式(株) ─ 300,000 300,000 ─

（変動事由の概要）

(1) 普通株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

      単元未満株式の買取りによる増加           10,695 株

      単元未満株式の買増請求による減少            398 株

        (2) Ｂ種優先株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

              取得による増加             300,000 株

              消却による減少             300,000 株
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金預金勘定 880百万円

現金及び現金同等物 880

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金預金

短期貸付金（注）

533百万円

4,141

現金及び現金同等物 4,675

（注）東急ファイナンスアンドアカウンティング株式
会社がグループ各社に提供するキャッシュマネ
ジメントシステムによるものであります。

　

(リース取引関係)

　

　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

        該当ありません。 同左

２　オペレーティング・リー

ス取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち
解約不能のものに係る未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 15

計 22

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち
解約不能のものに係る未経過リース料

１年以内 10百万円

１年超 20

計 31
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(金融商品関係)

当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取組方針

  当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については、銀行等金融

機関からの借入により資金を調達しております。これらの中には、東急グループのキャッシュマネジメン

トシステムによる資金運用及び調達も含まれております。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク

  営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。また、短期

貸付金は、主にキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、信用リスクは僅少であります。投資

有価証券は、主に政策保有の株式であり、市場価格の変動リスクや発行会社の信用リスクに晒されており

ます。

  営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、借入金は、

主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

そして、資金を調達する際に金融機関と締結したシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されて

おります。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

 ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、諸規程に従い、営業債権等について、各支店、事業所が取引先について、定期的なモニタリ

ングや与信管理を行い、信用状況の悪化等による回収懸念債権の早期把握と軽減を図るとともに、本

社管理部門への定期的な報告により、情報の共有化等を行い、信用リスクを管理しております。連結子

会社についても、当社諸規程に準じて、同様な管理を行っています。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表

価額により表わされております。

 ②  市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社の借入金に係る支払金利の変動リスクについては、財務部で市場金利の動向を確認しており

ます。また、投資有価証券については、定期的に時価や発行会社（取引先企業）の財務状況等を把握

し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

 ③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が定期的に資金計画を作成・更新し、流動性リスクを管

理しております。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２　金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注２)を参照下さい)。

　
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価 
(百万円)

差額
(百万円)

　現金預金 533　 533　 ─ 　

　受取手形・完成工事未収入金等 20,227　 20,227　 ─ 　

　短期貸付金 4,154　 4,154　 ─ 　

　投資有価証券 48　 48　 ─ 　

　支払手形・工事未払金等 ( 22,857) ( 22,857) ─ 　

　短期借入金 ( 10,665) ( 10,665) ─ 　

※　負債に計上されているものについては（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金預金、受取手形・完成工事未収入金等並びに短期貸付金は、全て短期間で決済されるため、時価

    は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債

(1) 支払手形・工事未払金等並びに短期借入金は、全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ

    等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額208百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「投資有価証券」には含

めておりません。

 (注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

            当社における預金、受取手形・完成工事未収入金等並びに短期貸付金は、１年以内の金銭債権となって

            おります。

（追加情報）

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を

適用しております。
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(有価証券関係)

前連結会計年度（平成21年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

　 　 　

　　　　株式 36 48 11

　　　　債券 ─ ─ ─

　　　　その他 ─ ─ ─

　　　　小計 36 48 11

(2) 連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

　 　 　

　　　　株式 ─ ─ ─

　　　　債券 ─ ─ ─

　　　　その他 8 7 △1

　　　　小計 8 7 △1

合計 44 55 10

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

30百万円 ─百万円 3百万円

　

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券 非上場株式 200百万円

　

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額

　

　 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円)５年超10年以内(百万円)

債券 　 　 　

　　国債・地方債等 ─ ─ ─

　　社債 ─ ─ ─

その他 7 ─ ─

合計 7 ─ ─
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当連結会計年度(平成22年３月31日)

１　その他有価証券

種類
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
取得原価 
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

　 　 　

　　　　株式 48 36 12

　　　　債券 ─ ─ ─

　　　　その他 ─ ─ ─

　　　　小計 48 36 12

(2) 連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

　 　 　

　　　　株式 ─ ─ ─

　　　　債券 ─ ─ ─

　　　　その他 ─ ─ ─

　　　　小計 ─ ─ ─

合計 48 36 12

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額200百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他 8百万円 ─百万円 0百万円
　

　
　
　

　 　

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度(平成21年３月31日)期末残高がないため、該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度(平成22年３月31日)期末残高がないため、該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

世紀東急工業株式会社(E00176)

有価証券報告書

 63/110



(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

　　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として規約型確定給付年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。

２　退職給付債務に関する事項

　 (前連結会計年度末) (当連結会計年度末)

イ　退職給付債務 △6,200百万円 △6,336百万円

ロ　年金資産 1,032 1,177

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △5,168 △5,159

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 707 589

ホ　未認識数理計算上の差異 1,516 1,336

ヘ　未認識過去勤務債務(債務の減額)　(注)１ △285 △235

ト　連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △3,229 △3,469

チ　前払年金費用 ─ ─

リ　退職給付引当金(ト－チ) △3,229 △3,469

(注) １　提出会社は過年度において、退職給付制度における給付水準減額の制度変更を行ったため、過去勤務債務
(債務の減額)が発生しております。

２　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

３　退職給付費用に関する事項

　 (前連結会計年度) (当連結会計年度)

イ　勤務費用 253百万円 252百万円

ロ　利息費用 105 105

ハ　期待運用収益 △45 △36

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 117 117

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 262 300

ヘ　過去勤務債務の費用処理額　(注)２ △49 △49

ト　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 644 690

(注) １　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「イ. 勤務費用」に含めております。
２　「２.　退職給付債務に関する事項」(注)１に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年度の費用処理額で
あります。

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　 (前連結会計年度) (当連結会計年度)

イ　退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 同左

ロ　割引率 1.7% 同左

ハ　期待運用収益率 3.5％ 同左

ニ　過去勤務債務の額の処理年数

 

13年(発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法)

同左

ホ　数理計算上の差異の処理年数

 

 

10年(各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法に

より按分した額をそれぞれ翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す)

同左

ヘ　会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因　　

別の内訳

　繰延税金資産 　
　　貸倒引当金 1,604百万円

　　退職給付引当金 1,314

　　長期販売用会員権評価損 341

　　投資有価証券評価損 122

　　ゴルフ会員権評価損 230

　　減損損失 881

　　販売用不動産評価損 103

　　繰越欠損金 5,693

　　その他 224

　繰延税金資産小計 10,515

　評価性引当額 △10,515

　　　繰延税金資産合計 ─

　 　
　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 0百万円

　　　繰延税金負債合計 0

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因　　

別の内訳

　繰延税金資産 　
　　貸倒引当金 1,598百万円

　　退職給付引当金 1,411

　　長期販売用会員権評価損 223

　　投資有価証券評価損 122

　　ゴルフ会員権評価損 172

　　賞与引当金 977

　　販売用不動産評価損 157

　　繰越欠損金 4,077

　　その他 376

　繰延税金資産小計 9,117

　評価性引当額 △9,117

　　　繰延税金資産合計 ─

　 　
　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 1百万円

　　　繰延税金負債合計 1

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7％

　(調整) 　
　　交際費等永久に損金に
　　算入されない項目

8.3

　　住民税均等割等 18.3

　　評価性引当額 △47.2

　　過年度法人税等 5.1

　　その他 △0.3

　税効果会計適用後の
　法人税等の負担率

24.9

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7％

　(調整) 　
　　交際費等永久に損金に
　　算入されない項目

1.0

　　住民税均等割等 2.2

　　評価性引当額 △41.6

　　その他 0.0

　税効果会計適用後の
　法人税等の負担率

2.3
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

42,224 20,219 154 62,598 ─ 62,598

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

0 7,890 479 8,369 (8,369) ─

計 42,224 28,109 633 70,968 (8,369)62,598

　　営業費用 41,462 25,290 536 67,289 (5,516)61,773

　　営業利益 762 2,818 97 3,678 (2,853) 825

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

　　資産 21,963 20,092 1,624 43,679 4,389 48,069

　　減価償却費 118 473 196 788 35 824

　　資本的支出 194 795 117 1,107 29 1,136

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

50,633 20,792 162 71,589 ─ 71,589

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 9,032 504 9,536 (9,536) ─

計 50,633 29,825 666 81,125 (9,536)71,589

　　営業費用 48,063 25,357 573 73,994 (6,491)67,503

　　営業利益 2,570 4,467 92 7,131 (3,045)4,085

Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失及び資本的支出

　 　 　 　 　 　

　　資産 21,141 19,414 1,566 42,122 8,225 50,348

　　減価償却費 102 495 195 793 29 823

　　減損損失 65 191 ─ 257 12 269

　　資本的支出 24 521 276 821 88 909
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(注) (1)　事業区分の方法

　　　　　　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

(2)　各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………………………………舗装、土木その他建設工事全般に関する事業

舗装資材製造販売事業……………………アスファルト合材等舗装資材の製造販売に関する事業

不動産事業等………………………………不動産賃貸等その他事業

(3)　前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,655百万

円であり、その主なものは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

　 　当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,407百万円

であり、その主なものは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

(4)　前連結会計年度において資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,235百万円であり、

　 　その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金預金、短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理

部門に係る資産等であります。

　 　当連結会計年度において資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,976百万円であり、その

主なものは、提出会社での余資運用資金(現金預金、短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部

門に係る資産等であります。

(5)  会計方針の変更（前連結会計年度）

　　 前連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日企業会

計基準第９号）を適用しております。

     この変更により、舗装資材製造販売事業の営業利益は10百万円減少しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がないため記載して

おりません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度においては、海外売上高がないため記載しておりません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　　　（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月

17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成

18年10月17日）を適用しております。

　

　　１．関連当事者との取引

　　　（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　　　（ア）親会社及び主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

その他
の関係
会社

東急建設㈱
東京都 

渋谷区
16,354建設業

(被所有)

直接 23.9%

兼任

6人
工事の　請

負
完成工事高 2,583

完成工事

未収入金
633

  取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 工事の請負については、工事ごとに見積額を提示したうえで、一般取引先と同様の条件で決定されて

おります。

(2) 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
　

　　　　（イ）兄弟会社等

属性
会社等

の名称
住所

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

その他

の関係

会社の

子会社

東急ファイ

ナンスアン

ドアカウン

ティング㈱

東京都

渋谷区
280

東急グルー

プに対する

金銭の貸

付・受入等

― なし

運転資

金の貸

借

資金の借入

支払利息

579

27
短期借入金 579

  取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 資金管理を東急グループ全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、

期末残高を記載しております。

(2) 利率については市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　

　　　（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　　　　　　該当なし

　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　　　　該当なし
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当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　

　　１．関連当事者との取引

　

　　　（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　　　兄弟会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

その他

の関係

会社の

子会社

東急ファイ

ナンスアン

ドアカウン

ティング㈱

東京都

渋谷区
280

東急グルー

プに対する

金銭の貸

付・受入等

― なし

運転資

金の貸

借

資金の貸付

受取利息

4,141

0
短期貸付金 4,141

  取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 資金管理を東急グループ全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、

期末残高を記載しております。

(2) 利率については市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　

　　　（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　　　　　　該当なし

　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　　　　該当なし
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(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △32.07円 △4.27円

１株当たり当期純利益 2.30円 22.48円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
0.77円 10.72円

　

（注）算定上の基礎

　　　１　１株当たり純資産額

　
前連結会計年度

（平成21年３月31日）
当連結会計年度

（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額
(純資産額)(百万円)

5,065 8,349

純資産の部の合計額から控除する金額　　　
(純資産合計から控除する金額)(百万円)

9,050 8,900

（うち優先株式払込金額）(百万円) (9,050) (8,900)

普通株式に係る純資産額(百万円) △3,984 △550

普通株式の発行済株式数(千株) 124,453 128,972

普通株式の自己株式数(千株) 186 196

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

124,267 128,775

　　　２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 326 3,283

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 326 3,283

普通株式の期中平均株式数(千株) 141,746 146,082

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた当期純利益調整額（百万円)

─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式増加数(千株)

283,566 160,200

　（うちＡ種優先株式）　 (94,000) (54,000)
　（うちＢ種優先株式） (189,566) (106,200)
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(重要な後発事象)
　　　　　　　　　　　　　

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
 至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　当社及び当社連結子会社が保有する受取手形の一部が、

平成21年５月31日に第１回目の不渡りとなりました。同

日現在の当該取引先に対する債権総額は43百万円であ

り、現在、債権の保全措置を講じるべく協議中でありま

す。回収不能見込み額が生じた場合には、平成22年３月期

連結会計年度において、必要と認められる額の貸倒引当

金を計上いたします。

 

  当社は、平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会

および各種類株主総会において、Ｂ種優先株式の内容の

一部変更に関する定款変更が決議されております。 

(１)変更の理由

  平成22年３月31日現在、Ｂ種優先株式の発行済株式

数は11,800,000株であり、変更前の内容によれば、平成

23年４月1日までの間にＢ種優先株主に対し最大

196,666,666株の普通株式を交付することとなり、極め

て短期間のうちに普通株式の大幅な希薄化が生じる状

態となっていたことから、普通株式の希薄化に係るリ

スクを軽減し、関係者への影響緩和を図るため、Ｂ種優

先株式の内容にかかる規定を一部変更いたしました。

(２)Ｂ種優先株式の変更内容

①普通株式を対価とする取得請求権

ア.取得請求権行使可能期間

   (変更前)平成18年４月１日から

           平成23年３月31日まで

   (変更後)平成18年４月１日から

           平成28年３月31日まで

イ.対価の算定方法における下限転換価額

   (変更前)30円(当初転換価額の60％)

   (変更後)40円(当初転換価額の80％)

②普通株式を対価とする取得条項

ア.対価の算定方法における下限転換価額

   (変更前)30円(当初転換価額の60％)

   (変更後)40円(当初転換価額の80％)

③金銭を対価とする取得条項

ア.取得価額

   (変更前)525円(払込金額の105％)

   (変更後)500円(払込金額の100％)

なお、この変更により、Ｂ種優先株主に対し交付すべき

最大の普通株式数は、196,666,666株から147,500,000

株に減少いたしております。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 579 ─ ─ ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,000 10,665 2.42 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ─ ─ ─

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

10,665 ─ ─ ─

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

─ ─ ─ ─

合計 12,244 10,665 2.42 ―

(注) 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

　 　 　 　 　

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

　
第１四半期

(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

第２四半期
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

第３四半期
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

第４四半期
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 (百万円) 8,769 12,949 15,055 34,814

税金等調整前四半期純利
益金額又は税金等調整前
四半期純損失金額(△)

(百万円) △348 556 1,013 2,139

四半期純利益金額又は四半

期純損失金額(△)
(百万円) △373 540 995 2,120

１株当たり四半期純利益
金額又は１株当たり四半
期純損失金額(△)

(円) △2.58 3.69 6.79 14.47

　

　

EDINET提出書類

世紀東急工業株式会社(E00176)

有価証券報告書

 72/110



２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 826 458

受取手形 1,052 761

完成工事未収入金 ※１
 12,257

※１
 11,817

売掛金 ※１
 7,934

※１
 7,518

販売用不動産 52 32

未成工事支出金 5,072 ※６
 5,115

材料貯蔵品 238 322

短期貸付金 ※１
 231

※１
 4,378

前払費用 80 80

未収入金 ※１
 1,384

※１
 1,097

信託受益権 1,412 1,688

その他 4 40

貸倒引当金 △138 △137

流動資産合計 30,409 33,174

固定資産

有形固定資産

建物 ※２
 4,411

※２
 4,494

減価償却累計額 △2,906 △2,990

建物（純額） 1,505 1,504

構築物 2,137 2,246

減価償却累計額 △1,640 △1,712

構築物（純額） 496 533

機械及び装置 13,364 13,184

減価償却累計額 △11,783 △11,685

機械及び装置（純額） 1,581 1,498

車両運搬具 210 215

減価償却累計額 △195 △197

車両運搬具（純額） 14 17

工具器具・備品 919 904

減価償却累計額 △847 △829

工具器具・備品（純額） 71 75

土地 ※２
 12,203

※２
 12,142

建設仮勘定 163 31

有形固定資産合計 16,036 15,803
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

無形固定資産

借地権 27 27

電話加入権 45 33

その他 16 14

無形固定資産合計 90 74

投資その他の資産

投資有価証券 256 248

関係会社株式 201 163

長期貸付金 72 42

関係会社長期貸付金 126 －

破産更生債権等 ※５
 919

※５
 858

ゴルフ会員権 88 83

その他 355 362

貸倒引当金 ※５
 △880

※５
 △878

投資その他の資産合計 1,139 881

固定資産合計 17,266 16,759

資産合計 47,676 49,933
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 8,273 8,917

工事未払金 9,218 9,162

買掛金 4,534 4,525

短期借入金 ※1, ※2, ※3
 1,752

※1, ※2, ※3
 11,029

未払金 110 149

未払費用 213 213

未払法人税等 102 109

未成工事受入金 3,833 2,989

預り金 40 46

完成工事補償引当金 144 243

工事損失引当金 40 ※６
 236

賞与引当金 267 384

営業外支払手形 186 7

その他 328 487

流動負債合計 29,045 38,503

固定負債

長期借入金 ※2, ※3
 10,665 －

退職給付引当金 3,222 3,462

繰延税金負債 0 1

長期預り金 27 18

固定負債合計 13,915 3,482

負債合計 42,961 41,986
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金

資本準備金 500 500

その他資本剰余金 1,050 1,050

資本剰余金合計 1,550 1,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,173 4,403

利益剰余金合計 1,173 4,403

自己株式 △18 △19

株主資本合計 4,705 7,934

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10 12

評価・換算差額等合計 10 12

純資産合計 4,715 7,947

負債純資産合計 47,676 49,933
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高

完成工事高 41,469 50,181

製品売上高 20,155 20,741

売上高合計 61,624 70,922

売上原価

完成工事原価 39,401 ※１
 46,301

製品売上原価 ※２
 16,900

※２
 16,388

売上原価合計 56,301 62,689

売上総利益

完成工事総利益 2,068 3,879

製品売上総利益 3,254 4,353

売上総利益合計 5,322 8,233

販売費及び一般管理費

役員報酬 92 98

従業員給料手当 2,023 1,996

賞与引当金繰入額 99 133

退職給付費用 289 317

法定福利費 305 318

福利厚生費 88 90

修繕維持費 24 22

事務用品費 109 109

通信交通費 330 299

動力用水光熱費 19 17

調査研究費 142 137

広告宣伝費 31 37

貸倒損失 0 －

貸倒引当金繰入額 532 177

交際費 77 68

寄付金 2 1

地代家賃 108 102

減価償却費 35 29

租税公課 146 157

保険料 18 15

雑費 139 165

販売費及び一般管理費合計 ※３
 4,621

※３
 4,297

営業利益 701 3,936
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 ※４
 18

※４
 8

受取配当金 5 6

土地賃貸料 19 19

受取遅延利息 － 36

受取保険金 9 －

雑収入 29 14

営業外収益合計 82 85

営業外費用

支払利息 349 285

シンジケートローン組成費用 － 123

雑支出 58 49

営業外費用合計 408 458

経常利益 376 3,563

特別利益

固定資産売却益 ※５
 8 4

貸倒引当金戻入額 8 8

子会社株式売却益 － 6

子会社清算益 － 2

その他 1 2

特別利益合計 18 24

特別損失

固定資産売却損 ※６
 7 1

固定資産除却損 ※７
 12

※７
 38

貸倒引当金繰入額 － 29

減損損失 － ※８
 203

固定資産撤去費 － 50

工事違約金 43 －

その他 18 3

特別損失合計 82 326

税引前当期純利益 312 3,260

法人税、住民税及び事業税 49 30

過年度法人税等 19 －

当期純利益 243 3,230
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【完成工事原価報告書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費 　 12,151 30.8 15,414 33.3

労務費 　 7,415 18.9 7,464 16.1

(うち労務外注費) 　 (7,031)(17.9) (7,025)(15.2)

外注費 　 11,119 28.2 13,456 29.1

経費 　 8,714 22.1 9,965 21.5

(うち人件費) 　 (3,670)(9.3) (4,299)(9.3)

計 　 39,401100.0 46,301100.0

(注) １　原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

２　工事機械の減価償却費、修繕費及び管理に要する諸費用並びに社員給料は予定配賦によって経費に計上し、そ

れによって生ずる原価差額は一定の基準により完成及び未成工事に按分配賦しております。

　

【製品等製造原価報告書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費 　 7,468 30.5 7,700 30.8

労務費 　 321 1.3 337 1.4

経費 　 16,739 68.2 16,946 67.8

(うち人件費) 　 (1,193) (4.9) (1,284) (5.1)

当期総製造費用 　 24,530100.0 24,984100.0

内部振替原価 　 7,671　 8,647　

当期製品製造原価 　 16,858　 16,337　

不動産事業売上原価 　 41　 50　

計 　 16,900　 16,388　

(注) １　原価計算の方法は、製品原価については実際原価による単純総合原価計算を、不動産事業原価については　個別

原価計算を採用しております。

２　内部振替原価は、当社の請負工事に使用した製品の実際原価をもって振替えたものであります。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,000 2,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,000 2,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 500 500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

その他資本剰余金

前期末残高 1,050 1,050

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,050 1,050

資本剰余金合計

前期末残高 1,550 1,550

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,550 1,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 930 1,173

当期変動額

当期純利益 243 3,230

当期変動額合計 243 3,230

当期末残高 1,173 4,403

利益剰余金合計

前期末残高 930 1,173

当期変動額

当期純利益 243 3,230

当期変動額合計 243 3,230

当期末残高 1,173 4,403

自己株式

前期末残高 △17 △18

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △18 △19
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 4,463 4,705

当期変動額

当期純利益 243 3,230

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 241 3,229

当期末残高 4,705 7,934

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 51 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△40 1

当期変動額合計 △40 1

当期末残高 10 12

評価・換算差額等合計

前期末残高 51 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△40 1

当期変動額合計 △40 1

当期末残高 10 12

純資産合計

前期末残高 4,514 4,715

当期変動額

当期純利益 243 3,230

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 1

当期変動額合計 201 3,231

当期末残高 4,715 7,947
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

      移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

　 (2) その他有価証券

  ①  時価のあるもの

        決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

  ①  時価のあるもの

同左

　   ②  時価のないもの

        移動平均法による原価法

  ②  時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 未成工事支出金及び販売用不動産

      個別法による原価法（貸借対照

  表価額は収益性の低下に基づく　

  簿価切下げの方法により算定）

(1) 未成工事支出金及び販売用不動産

同左

　 (2) 材料貯蔵品

      移動平均法による原価法（貸借

      対照表価額は収益性の低下に基

      づく簿価切下げの方法により算　

      定）

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日企業会計基準第９号）を当事業年

度より適用し、評価基準については、原

価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。この変更により、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ10

百万円減少しております。

(2) 材料貯蔵品

同左　　　　 

 
 
 
 

────────

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

      定率法

      ただし、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物(建物附属設備を

除く)については、定額法によっ

ております。

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

同左

　       なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ７～50年

機械装置 ５～７年

　

　 (2)無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2)無形固定資産 (リース資産を除く)

同左
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項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　 (3) リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。なお、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(3) リース資産

同左

　 （会計方針の変更）

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

したが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準　

第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針　第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員

会)、平成19年３月30日改正））を適用

しております。これによる損益に与え

る影響はありません。

 
────────

　 （追加情報）

当社は、減価償却資産の耐用年数等に

関する平成20年度法人税法の改正を契

機として、機械装置の耐用年数につい

て、資産の利用状況等の見直しを行い、

当事業年度より改正後の法人税法に基

づく耐用年数を適用しております。こ

れによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

 
────────

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

      売上債権、貸付金等の貸倒による

損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等の特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 完成工事補償引当金

完成工事のかし担保等の費用に

充てるため、当事業年度及び過

年度の実績率を基礎に将来の支

出見込みを勘案して計上してお

ります。

(2) 完成工事補償引当金

同左
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項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　 (3) 工事損失引当金

工事受注契約に係る将来の損失

に備えるため、当期末における

工事受注契約に係る損失見込額

を計上しております。

(3) 工事損失引当金

同左

　 (4) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えて、当

期の負担すべき支給見込額を計

上しております。

(4) 賞与引当金

同左

　 (5) 退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

      なお、会計基準変更時差異

(1,769百万円)については、15年

による按分額を費用処理してお

ります。

      過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13年)による定額

法により費用処理しておりま

す。

      数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数

(10年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌期よ

り費用処理しております。

(5) 退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響は

ありません。
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項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

５　収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準

  完成工事高の計上は、工事完成基準

によっております。

完成工事高の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分につ
    いて成果の確実性が認められる工
    事    
      工事進行基準（工事の進捗度の
      見積りは、施工面積等に基づく　
      予算原価比例法）
(2) その他の工事
      工事完成基準

（会計方針の変更）

請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用してお

りましたが、当事業年度より、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日）を適用し、当事業年度

に着手した工事契約から、当事業年度

末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については、工事

進行基準（工事の進捗度の見積りは、

施工面積等に基づく予算原価比例法）

を、その他の工事については工事完成

基準を適用しております。

なお、当事業年度においては工事進行

基準の適用要件を満たす工事契約が存

在しないため、損益に与える影響はあ

りません。

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

      消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっておりま

す。

(1) 消費税等の会計処理

同左

　 (2) 連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しておりま

す。

(2) 連結納税制度の適用

同左

　

EDINET提出書類

世紀東急工業株式会社(E00176)

有価証券報告書

 85/110



　　
【表示方法の変更】

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
  至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日)

（貸借対照表）

　前事業年度において、流動資産に表示しておりました

「債権流動化未収入金」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、「信

託受益権」として表示しております。

 

（損益計算書）

前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益の「受取保険金」（当事業年度3百万円）は、金額が

僅少となったため、当事業年度においては「雑収入」に

含めて表示しております。　

 
　前事業年度において区分掲記しておりました固定資産

の「長期滞留債権」（当事業年度131百万円）は、ＥＤ

ＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上するため、固定資産の「破産更生債権等」に含

めて表示しております。

 

―――――――――

 

　前事業年度において、流動負債に表示しておりました

「固定資産購入支払手形」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、

「営業外支払手形」として表示しております。

―――――――――
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【注記事項】

(貸借対照表関係)
　

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

※１　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

完成工事未収入金 665百万円

売掛金 939

短期貸付金 217

未収入金 66

短期借入金 172

※１　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

完成工事未収入金 362百万円

売掛金 1,112

短期貸付金 223

未収入金 53

短期借入金 364

※２　短期借入金1,000百万円及び長期借入金10,665 百

万円に対して下記の資産を担保に供しておりま

す。

　建物 778百万円

　土地 9,548

　計 10,327

※２　短期借入金10,665百万円に対して下記の資産を担

保に供しております。

　建物 739百万円

　土地 9,548

　計 10,288

※３　当社は平成17年９月に株式会社東京三菱銀行（現

株式会社三菱東京UFJ銀行）をアレンジャーとす

るシンジケートローン契約を締結しております

（当事業年度末タームローン残高11,665百万

円）。

なお、当該シンジケートローン契約には以下の　財

務制限条項（平成18年９月27日付けで一部変更）

が付されております。

※３　当社は平成17年９月に株式会社東京三菱銀行（現

株式会社三菱東京UFJ銀行）をアレンジャーとす

るシンジケートローン契約(当事業年度末ターム

ローン残高10,665百万円）を締結しておりました

が、平成22年３月に同行をアレンジャーとするシ

ンジケートローン契約を総額10,150百万円にて再

締結しております（実行日は平成22年５月31

日）。

当該シンジケートローン契約には、新旧ともに財

務制限条項が付されておりますが、当事業年度に

適用される財務制限条項は、従前の契約によるも

のであり、その要旨は以下のとおりであります。

　

    ①　各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対

照表における従来の資本の部の金額を、平成18

年３月期においては30億円以上にそれぞれ維持

し、平成19年３月期以降の各決算期においては

当該決算期の直前の決算期または平成18年３月

期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表に

おける資本の部の金額のいずれか大きい方の

75％以上にそれぞれ維持すること。

    ①                同左

    ②　各決算期の損益計算書及び連結損益計算書にお

いて、２期連続して経常損失を計上しないこと。

    ②                同左

    ③　各決算期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び

連結キャッシュ・フロー計算書に係るトータル

・レバレッジ・レシオを、平成18年３月期にお

いては11.0以下に維持し、平成19年３月期以降

の各決算期においては15.0以下にそれぞれ維持

すること。

    ③                同左
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前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

    ④　各決算期の連結損益計算書におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオ(当該損益計算書にお

ける「営業利益」の金額を「支払利息」の金額

で除した数値をいう。)を、平成18年３月期にお

いては2.0以上に維持し、平成19年３月期以降の

各期においては1.3以上にそれぞれ維持するこ

と。

    ⑤　平成19年３月期以降の損益計算書及び連結損益

計算書において、２期連続して当期純損失を計

上しないこと。

    ④                同左

 

 

 

 

    ⑤                同左

 

 

なお、平成22年３月に再締結したシンジケートローン契
約では、財務制限条項の修正が行われております。新し
い財務制限条項の要旨は以下のとおりであります。
  ①  平成23年３月期以降の各決算期の期末日の貸借　
      対照表及び連結貸借対照表における純資産の部　
      の金額を、当該決算期の直前の決算期または平
      成21年３月期の期末日の貸借対照表及び連結貸
      借対照表における純資産の部の金額のいずれか
      大きい方の75％以上にそれぞれ維持すること。
  ②  平成23年３月期以降の損益計算書及び連結損益　
      計算書において、２期連続して経常損失を計上
      しないこと。
  ③  平成23年３月期以降の損益計算書及び連結損益
      計算書において、２期連続して当期純損失を計
      上しないこと。
  ④  平成23年３月期以降の連結貸借対照表、連結損
      益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に
      係るトータル・レバレッジ・レシオを15.0以下
      にそれぞれ維持すること。
上記、財務制限条項については、会計基準の変更があっ
た場合には、当該変更による影響について全当事者で協
議することとなっております。 
 

　４　偶発債務(保証債務)

      従業員の住宅資金借入金５百万円について保証を

行っております。

　４　偶発債務(保証債務)

      従業員の住宅資金借入金５百万円について保証を

行っております。

※５　債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更

生債権等」については、当該引当金（当事業年度

末22,025百万円）から直接減額しております。

※５　債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更

生債権等」については、当該引当金（当事業年度

末21,761百万円）から直接減額しております。

※６　たな卸資産及び工事損失引当金の表示

      損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契

約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金

に対応する額は84百万円であります。
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 

※２  期末の棚卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下 
      後の金額であり、棚卸資産評価損10百万円が製
      品売上原価に含まれております。
※３  一般管理費に含まれる研究開発費は240百万円で
      あります。

※１  完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額

は236百万円であります。

※２  期末の棚卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下　
      後の金額であり、棚卸資産評価損18百万円が製
      品売上原価に含まれております。
※３  一般管理費に含まれる研究開発費は251百万円
      であります。

※４  このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

　受取利息 9百万円
 

※４  このうち関係会社に対するものは次のとおり

であります。

　受取利息 5百万円
　

※５  固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

機械装置 2百万円

土地 6

計 8

 
―――――――――

　 　

　
　

　
　

　 　

※６  固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置 6百万円

備品 1

建物・構築物 0

計 7

 
―――――――――

　 　

　 　

　 　

※７  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置 5百万円

建物・構築物 7

その他 0

計 12

※７  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置 9百万円

建物・構築物 23

その他 5

計 38

※８  以下の資産または資産グループについて減損損
      失を計上しております。

　 用途 種類 場所 金額

　

事業用資産

建物・構築物、 
機械・運搬具、　
工具器具・備
品、土地等

神奈川県他 203百万円

 
    当社は、他の資産または資産グループのキャッシ
    ュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー
    を生み出す最小の単位に拠って資産のグルーピン
    グを行いました。営業損益が継続的にマイナスに
    なるなど、当事業年度において収益性が著しく低
    下した資産または資産グループについて、帳簿価
    額を回収可能額まで減額し、当該減少額203百万円
    を減損損失として特別損失に計上しております。
    その内訳は、建物・構築物86百万円、機械・運搬
    具、工具器具・備品43百万円、土地60百万円、無
    形固定資産12百万円であります。
    なお、当該資産または資産グループの回収可能価
    額は、使用価値により測定しております。また、
    使用価値の算定に当たっては、将来キャッシュ・
    フローを2.0%で割引いて算定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 158,922 30,562  2,802 186,682

Ｂ種優先株式（株） ─ 300,000 300,000 ─

　

    （変動事由の概要）

   (1) 普通株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

         単元未満株式の買取りによる増加        30,562株

         単元未満株式の買増請求による減少       2,802株

   (2) Ｂ種優先株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

         取得による増加      300,000株

         消却による減少      300,000株

　

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 186,682 10,695 398 196,979

Ｂ種優先株式（株） ─ 300,000 300,000 ─

　

    （変動事由の概要）

   (1) 普通株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

         単元未満株式の買取りによる増加      10,695株

         単元未満株式の買増請求による減少       398株

   (2) Ｂ種優先株式の増減数の内訳は、次の通りであります。

         取得による増加          300,000株

         消却による減少          300,000株

　

(リース取引関係)

　

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

    該当ありません。 同左

２　オペレーティング・リー

ス取引

    該当ありません。 同左
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(有価証券関係)

前事業年度（平成21年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

当事業年度（平成22年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式156百万円、関連会社株式7百万円)は、市場

価格がなく、時価で把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
　

　

(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産 　
　　貸倒引当金 1,624百万円

　　退職給付引当金 1,311

　　長期販売用会員権評価損 341

　　投資有価証券評価損 121

　　ゴルフ会員権評価損 230

　　子会社株式評価損 5,377

　　減損損失 881

　　販売用不動産評価損 103

　　繰越欠損金 4,380

　　その他 212

　繰延税金資産小計 14,584

　評価性引当額 △14,584

　繰延税金資産合計 ―

　 　
　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 0百万円

　繰延税金負債合計 0

 

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産 　
　　貸倒引当金 1,635百万円

　　退職給付引当金 1,409

　　長期販売用会員権評価損 223

　　投資有価証券評価損 121

　　ゴルフ会員権評価損 172

　　子会社株式評価損 5,339

　　減損損失 950

　　賞与引当金 156

　　繰越欠損金 2,838

　　その他 364

　繰延税金資産小計 13,212

　評価性引当額 △13,212

　繰延税金資産合計 ―

　 　
　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 1百万円

　繰延税金負債合計 1

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率　 40.7％

  (調整) 　

　　交際費等永久に損金に
　　算入されない項目

11.3

　　住民税均等割等 25.0

　　連結納税適用による受領額 △9.1

　　評価性引当額 △51.6

　　過年度法人税等 6.2

　　その他 △0.4

　税効果会計適用後の
　法人税等の負担率

22.1

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率　 40.7％

  (調整) 　

　　交際費等永久に損金に
　　算入されない項目

1.0

　　住民税均等割等 2.3

　　連結納税適用による受領額 △1.1

　　評価性引当額 △41.7

　　その他 △0.3

　税効果会計適用後の
　法人税等の負担率

0.9
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(１株当たり情報)

　

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △34.88円 △7.40円

１株当たり当期純利益 1.71円 22.11円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

0.57円 10.55円

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　
前事業年度

（平成21年３月31日）
当事業年度

（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額
(純資産合計)(百万円)

4,715 7,947

純資産の部の合計額から控除する金額　　　(純
資産合計から控除する金額）(百万円)

9,050 8,900

（うち優先株式払込金額）(百万円) (9,050) (8,900)

普通株式に係る純資産額(百万円)　 △4,334 △952

普通株式の発行済株式数(千株) 124,453 128,972

普通株式の自己株式数（千株） 186 196

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（千株）

124,267 128,775

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 243 3,230

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 243 3,230

普通株式の期中平均株式数(千株) 141,746 146,082

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた当期純利益調整額（百万円)

─ ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式増加数(千株)

283,566 160,200

  (うちＡ種優先株式) (94,000) (54,000)
  (うちＢ種優先株式) (189,566) (106,200)
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
 至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　当社が保有する受取手形の一部が、平成21年５月31日に

第１回目の不渡りとなりました。同日現在の当該取引先

に対する債権総額は39百万円であり、現在、債権の保全措

置を講じるべく協議中であります。回収不能見込み額が

生じた場合には、平成22年３月期において、必要と認めら

れる額の貸倒引当金を計上いたします。

 

  当社は、平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会

および各種類株主総会において、Ｂ種優先株式の内容の

一部変更に関する定款変更が決議されております。 

(１)変更の理由

  平成22年３月31日現在、Ｂ種優先株式の発行済株式

数は11,800,000株であり、変更前の内容によれば、平成

23年４月1日までの間にＢ種優先株主に対し最大

196,666,666株の普通株式を交付することとなり、極め

て短期間のうちに普通株式の大幅な希薄化が生じる状

態となっていたことから、普通株式の希薄化に係るリ

スクを軽減し、関係者への影響緩和を図るため、Ｂ種優

先株式の内容にかかる規定を一部変更いたしました。

(２)Ｂ種優先株式の変更内容

①普通株式を対価とする取得請求権

ア.取得請求権行使可能期間

   (変更前)平成18年４月１日から

           平成23年３月31日まで

   (変更後)平成18年４月１日から

           平成28年３月31日まで

イ.対価の算定方法における下限転換価額

   (変更前)30円(当初転換価額の60％)

   (変更後)40円(当初転換価額の80％)

②普通株式を対価とする取得条項

ア.対価の算定方法における下限転換価額

   (変更前)30円(当初転換価額の60％)

   (変更後)40円(当初転換価額の80％)

③金銭を対価とする取得条項

ア.取得価額

   (変更前)525円(払込金額の105％)

   (変更後)500円(払込金額の100％)

なお、この変更により、Ｂ種優先株主に対し交付すべき

最大の普通株式数は、196,666,666株から147,500,000

株に減少いたしております。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

投資有価
証券

その他有
価証券

関西国際空港㈱ 2,040 102

シンレキ工業㈱ 70,000 45

中部国際空港㈱ 506 25

㈱三菱UFJフィナンシャル・グ
ループ

47,250 23

㈱みずほフィナンシャルグルー
プ

100,000 18

大成工務㈱ 24,000 12

北世建設㈱ 10,800 6

みずほ信託銀行㈱ 51,348 4

世新建設運輸㈱ 4,000 2

十日町舗材㈱ 40 2

他13銘柄 11,612 7

小計 321,596 248

計 321,596 248
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 4,411 200
     117 
      (64)

4,494 2,990 114 1,504

　構築物 2,137 140
    　 31　
　　　　　　　　　

(21)
2,246 1,712 80 533

　機械及び装置 13,364 395
575　　　　

(43)
13,184 11,685 413 1,498

　車輌運搬具 210 7 2 215 197 4 17

　工具器具・備品 919 21
 35 　　　　　

(0)
904 829 15 75

　土地 12,203 ―
61
(60)

12,142 ― ― 12,142

　建設仮勘定 163 245 377 31 ― ― 31

有形固定資産計 33,4101,010
1,202
(190)

33,218 17,414 627 15,803

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　借地権 27 ― ― 27 ― ― 27

　電話加入権 45 0
12
(12)

33 ― ― 33

　その他 88 13 71 30 16 12 14

無形固定資産計 162 13
84
(12)

91 16 12 74

長期前払費用 4 ― 1 3 3 0 0

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

　― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２  当期償却額627百万円は工事原価に90百万円、製品等製造原価に507百万円、販売費及び一般管理費に29百　万

円計上しております。

３　長期前払費用は、契約期間等にもとづき均等額を償却しております。また、貸借対照表においては、投資　その他
の資産の「その他」に含まれております。

４　機械及び装置の当期増加額の主なものは朝霞合材工場の破砕設備117百万円によるものであります。
　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 1,018 370 222 151 1,015

完成工事補償引当金 144 243 144 ― 243

工事損失引当金 40 236 40 ― 236

賞与引当金 267 384 267 ― 384

(注)  当期減少額(その他)151百万円は、洗替による戻入額125百万円及び回収等による戻入額25百万円であります。　  

なお、貸倒引当金の当期減少額（目的使用）222百万円には、債権額の全額に貸倒引当金を設定した破産更生　　  

債権等について、当期償却処理した263百万円を含めておりません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ)現金預金

　

区分 金額(百万円)

現金 14

預金

普通預金 418

別段預金 24

計 444

合計 458

　

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

幸和建設工業㈱ 40

㈱ミカミメカニック 35

㈱孝松工務店 20

㈱嶋建 18

㈱山上組 17

その他 628

計 761

　

(b) 決済月別内訳

　

決済月 金額(百万円) 決済月 金額(百万円)

平成22年４月 25平成22年８月 78

　　　　５月 30平成22年９月以降 9

　　　　６月 296　 　

　　　　７月 321 計 761
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(ハ)完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

国土交通省関東地方整備局 1,518

国土交通省東北地方整備局 672

国土交通省中部地方整備局 433

国土交通省北陸地方整備局 430

東急建設㈱ 288

その他 8,474

計 11,817

　

(b) 完成工事未収入金滞留状況

　平成22年３月期計上額 11,807百万円

　平成21年３月期以前計上額 10

　計 11,817

　

(ニ)売掛金

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

新世紀工業㈱ 1,106

金杉興業㈱ 58

大成ロテック㈱ 56

㈱ミカミメカニック 54

セントラルリバー建設㈱ 44

その他 6,198

計 7,518

　

(b) 売掛金発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(百万円)
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
 

｛(Ａ)＋(Ｄ)｝÷2
(Ｂ)÷365

7,934 21,709 22,125 7,518 74.6 129.9

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
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(ホ)販売用不動産
　

地域 面積(㎡) 金額(百万円)

北陸 1,097.61 15

中国 2,065.29 14

北海道 2,394.00 2

計 5,556.90 32

　

(ヘ)未成工事支出金
　

前期繰越高
(百万円)

当期支出高
(百万円)

完成工事原価へ振替額
(百万円)

次期繰越高
(百万円)

5,072 46,344 46,301 5,115

(注)　期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費 1,026百万円

労務費 931

外注費 2,040

経費 1,117

計 5,115

　

(ト)材料貯蔵品

　砕石・砂等 124百万円

　アスファルト・重油等 130

　その他 67

　計 322

　

(チ)短期貸付金
　

相手先 金額(百万円)

東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ 4,141

その他 236

計 4,378
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②　負債の部

(イ)支払手形

(a) 相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

ニチレキ㈱ 371

川建工事㈱ 295

エムシー・エネルギー㈱ 292

コスモ石油販売㈱ 214

㈱ジェイエック 187

その他 7,555

計 8,917

　

(b) 決済月別内訳

　

決済月 金額(百万円)

平成22年４月 2,895

　　　　５月 2,906

　　　　６月 3,038

　　　　７月 76

　　　　８月 1

計 8,917

　

(ロ)工事未払金

　

相手先 金額(百万円)

日本板硝子環境アメニティ㈱ 387

ユナイト㈱ 148

西尾レントオール㈱ 96

北辰土建㈱ 72

野原産業㈱ 62

その他 8,395

計 9,162
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(ハ)買掛金

　

相手先 金額(百万円)

コスモ石油販売㈱ 184

ニチレキ㈱ 156

新世紀工業㈱ 154

前田道路㈱ 127

㈱ジェイエック 89

その他 3,812

計 4,525
　

　 　
(ニ)短期借入金

　

借入先 金額(百万円)

㈱三菱東京UFJ銀行 3,199

㈱みずほコーポレート銀行 3,040

㈱三井住友銀行 2,643

その他 2,145

計 11,029

　

(ホ)未成工事受入金

　
期首残高 
(百万円)

当期受入高
(百万円)

完成工事高等への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

3,833 39,989 40,832 2,989

(注) 完成工事高等への振替額には消費税等が含まれております。

　

(ヘ)退職給付引当金

　

区分 金額(百万円)

未積立退職給付債務 5,153

会計基準変更時差異の未処理額 △589

未認識数理計算上の差異 △1,336

未認識過去勤務債務(債務の減額) 235

計 3,462
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(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 株券を発行する旨の定款の定めはありません。

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え （Ａ種優先株式およびＢ種優先株式） 

　　取扱場所 東京都中央区八重洲二丁目３番１号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号　　住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 ―

株券喪失登録 　

　　株券喪失登録請求料 ―

　　株券登録料 ―

単元未満株式の買取り、買増し 　

　　取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲二丁目３番１号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
大阪市中央区北浜四丁目５番33号　　住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 無料

公告掲載方法
電子公告(http://www.seikitokyu.co.jp/koukoku/index.html)
なお、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることがで
きない場合は日本経済新聞に掲載して行います。

株主に対する特典 ありません。

（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

 　　 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

  株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社に親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において関東財務局長に提出した金融商品取引法

第25条第１項各号に掲げる書類は次のとおりであります。

　

(1) 
 

有価証券報告書
及びその添付書類、
有価証券報告書の
確認書

　

事業年度
(第60期)

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　 平成21年６月26日
関東財務局長に提出。

(2)内部統制報告書
及びその添付書類

事業年度
(第60期)

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　 平成21年６月26日
関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書、
四半期報告書の確認書

(第61期)
第１四半期

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

　 平成21年８月10日
関東財務局長に提出。

　 　 (第61期)
第２四半期

自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

　 平成21年11月10日
関東財務局長に提出。

　 　 (第61期)
第３四半期

自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

　 平成22年２月10日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年６月26日

世紀東急工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　唐　　澤　　　　　洋　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　松　　尾　　浩　　明　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている世紀東急工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、世紀東急工業株式

会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、世紀東急工業株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年６月29日

世紀東急工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　唐　　澤　　　　　洋　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　松　　尾　　浩　　明　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている世紀東急工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、世紀東急工業株式

会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、世紀東急工業株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

　
平成21年６月26日

世紀東急工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　唐　　澤　　　　　洋　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　尾　　浩　　明　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている世紀東急工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第60期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、世紀東急工業株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

　
平成22年６月29日

世紀東急工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　唐　　澤　　　　　洋　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　尾　　浩　　明　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている世紀東急工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第61期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、世紀東急工業株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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